
（１）短期で再配置（見直し/建替え）を想定する施設

No 2019 330 長寿命化 機能

施設類型 2020 297 80年 建物

施設類型 2021 301 (53)

2,094 建築年度 1998 構造 RC 階数（地上） 4 2022 358

全体 3,533 築年数 26 耐震性 有 階数（地下） 1 2023 358

当該 3,533 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 Ⅲ 2019 60,558

2020 38,176

2021 40,008

2022 52,518

2023 0

2019 13,999

2020 11,040

2021 9,968

2022 13,206

2023 0

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 0

地域・民間事業者等が主体で実施可能
市関与の必要性

（民間ノウハウ活用の
可能性の有無）

複合化等
検討対象

施設
子育て支援拠点施設

対策内容 - 中規模 -

対策内容 －

-
対策費用
（千円）

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）
同様の仕様の部屋は、市内の他の施設にも存在する。狭山ニュータウン地区には、唯一であ
り、市事業においても、市役所と並んで実施されることもある。

施設名称 コミュニティセンター
1

所管課 市民生活部市民窓口グループ 集会施設

他の施設でも実施は可能

目的

対象

午前９時から午後９時まで（１２月２９日から翌１月４日までを除く）

敷地面積（㎡）

設置根拠法令等 大阪狭山市立コミュニティセンター条例

設置目的
市民相互の多様な交流を促進することにより、コミュニティ意識の高揚を図り、もって活力あ
る住み良い地域社会の形成に寄与することを目的として設置。

現在実施
している
主な事業

内容
使用料徴収による施設の貸出し（営利目的不可）
指定管理者の自主事業（講座などの開催）

延床面積
（㎡）

市民相互の多様な交流を促進するため

市内在住・在学・在勤の市民（法人）などを優先。（市外の場合は、予約開始時期、使用料が
異なる。）

市民文化系施設
対策内容

対策の優先度
年間開館
日数（日）

延利用者
数（人）

再配置
方針

長寿命化判定

目標使用年数

（残年数）

〇狭山ニュータウン地区の中心部に位置

〇鉄筋コンクリート造
〇２０５８年（３４年後）に標準耐用年数
〇耐震性　有
〇２０２０年に受変電設備、空調機を改修
〇２０２３年に防水・建具（窓）を改修

●漏水の発生（内壁）
●経年劣化による修繕箇所の増加
●屋根、外壁、内装、昇降機など設備機器を含めた大規模改修が必要な時期
　（大阪狭山市公共施設再配置方針に基づく）

見直し

維持

Ⅲ

ハード

現状と
課題

〇市の各種事業をはじめとして、市民の生涯学習や交流の場となっている。
〇１階にニュータウン連絡所（証明書の発行及び市税の収納等）及び地域包括
支援センターニュータウンサテライト（介護・福祉の総合相談窓口）を設置
〇大阪狭山市地域防災計画では、防災拠点（物資集積・輸送拠点）に位置付け
〇開館時間：９時～２１時３０分まで

●諸室の稼動率は、部屋、時間区分で差が見られる。
　（２０２２年度平均　最大７１％、最小１９％）
●部屋の仕様や使用基準など、市民ニーズに合った効率の良い運営が課題

ニュータウン連絡所、地
域包括支援センター
ニュータウンサテライトと
の複合施設

堺市大阪狭山消防署
ニュータウン出張所と隣
接

利用件数
（件）

備考

再配置に向けた
事業概要

ソフト

経年劣化による修繕が必要な箇所を把握した上で、定期的な点検や診断等によ

り、建物の状態を把握し計画的な改修を実施することで80年を目標とした長寿命
化に取り組みます。市民文化系施設の機能は維持しますが、民間施設や既存施設
の有効活用、また地域性を考慮しながら他の施設の再配置場所としての検討を
行います。ニュータウン連絡所及び地域包括支援センター（ニュータウンサテライ
ト）は継続して機能を確保しますが、将来的には民間委託も含めて検討します。諸室の占有状況

（特定団体の占有等）

占有している団体はある。

現状では、営利を目的とした使用に制限があるが、それを変更することでより効果的な民間
ノウハウの活用や財源の確保が期待できる。

大阪狭山市地域包括支援センターニュータウンサテライト（地域包括支援センターは、地域
で暮らす高齢者を、介護、福祉、健康、 医療など様々な面から総合的に支えるために、市から
委託を受けた社会福祉協議会が事業を実施／１階コミュニティスペース５４．３㎡／使用料
免除（大阪狭山市公有財産規則第２３条第２号適用））
※令和５年４月に、ニュータウン連絡所内から移設。

実施年度

-

短期

中長期

- -

-

対策後
延床面積

（㎡）
3,533

（R10）

2028

削減面積
（㎡）

0

－

- -

- -- --

-

-

複合化

-20,000
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（１）短期で再配置（見直し/建替え）を想定する施設

No 2019 － 検討 機能

施設類型 2020 290 - 建物

施設類型 2021 287 -

－ 建築年度 1977 構造 RC 階数（地上） 2 2022 343

全体 1,411 築年数 47 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 344

当該 1,411 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 Ⅲ 2019 －

2020 137,148

2021 137,148

2022 154,472

2023 160,288

2019 －

2020 325,644

2021 351,229

2022 373,802

2023 364,377

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －

対策後
延床面積

（㎡）

削減面積
（㎡）

6180

－

-

施設名称 図書館
2

延床面積
（㎡）

図書館

現在実施
している
主な事業

内容
図書館資料の貸出、蔵書管理、読書推奨事業（おはなし会、ブックスタート及びフォローアッ
プ）、各種講座の開催（こどもボランティア、学習コンクール）、他の図書館・図書室との相互
貸出連携、図書返却ポスト、図書宅配サービス

対策の優先度

対策内容

ソフト

学びの機会と場の提供

原則として市民（本の貸出については広域連携先の市町村の住民）

年間開館
日数（日）

延利用者
数（人）

利用件数
（件）

備考

公民館との複合施設

老人福祉センター等（南
側）及び市史編さん所
（北側）と隣接

他の施設でも実施は可能

社会教育系施設

設置目的

読書の場だけでなく、自己学習・地域交流の場としての施設整備が必要
子育て世代、高齢者等を意識した機能や設備の整備
他施設で実施も可能だが、図書の陳列と保管の観点から、建物の耐荷重・保管スペース・
湿度管理等の課題がある。また、一部の事業（講座の開催等）は一体施設の公民館の貸部
屋を利用しているため同様のスペースの確保が必要。

所管課 教育部生涯学習グループ

目的

対象

午前９時から午後8時まで（１２月２９日から翌１月４日までを除く）

敷地面積（㎡）

設置根拠法令等 大阪狭山市立図書館条例

再配置
方針

長寿命化判定

図書等の資料を収集し、市民の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資す
ることを目的とすることを目的として設置

ハード

現状と
課題

継続

見直し/建替え

Ⅲ

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

占有している団体はない

対策費用
（千円）

- 700,000 700000 -

対策内容

--

実施年度

-

複合化等
検討対象

施設

公民館、社会教育セン
ター、市民活動支援セン
ター、老人福祉セン
ター、障害者地域活動
支援センター,子育て支
援センター（ぽっぽえ
ん）

－

再配置に向けた
事業概要

現在指定管理者制度による運営を実施している。

市と地域・民間事業者等が協働で実施可能
市関与の必要性

（民間ノウハウ活用の
可能性の有無）

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

目標使用年数

（残年数）

短期

中長期

対策内容 －

-

－

（R10）

2028

複合化

700000

複合化

700000

〇市の中心部（西側）に位置
〇鉄筋コンクリート造
〇２０３７年（１３年後）に標準耐用年数
（児童館は２０５１年（２７年後）に標準耐用年数）
〇耐震性　有
〇２０１３年に多目的トイレ、受変電設備等を改修

●空調機の故障、エレベータ基盤の部品交換、外壁の浮きが発生
●経年劣化による修繕箇所の増加
●学習スペースの不足や駐車場（道路を挟んでいる）、駐輪場が狭小

※長寿命化を図る場合（２０５７年（３３年後）まで使用しその後建替え）
　公民館と合わせて１６億３千万円以上必要

〇月１回以上利用する施設として第１位
　（「公共施設」に関する市民アンケート結果（２０２２年度実施））
〇市民の学習の場であり、情報収集の拠点
〇府内１３市町村による広域連携により、相互の図書館の利用が可能
〇蔵書数２３２,２６２冊（２０２１年度時点）
〇開館時間：９時～２０時まで

●電子図書館については指定管理による自主事業のため継続性に課題

長寿命化を図る場合は、構造上の制限を受け、利活用の自由度が低いことに加
え、計画的に改修を行うと公民館と合わせて16億3千万円以上の事業費がかか
るため、生涯学習の拠点施設として、社会教育施設の複合化及び各種機能融合
による多世代に渡る交流を育める場の提供を行い、地域社会の活性化を図りま
す。
また、障がい者の社会進出や、利用者の健康増進に寄与できるよう障害者地域
活動支援センター機能及び保健センター機能を複合化します。

併せてカフェの併設や、物販などの民間施設の複合化を検討します。

- -- 複合化 複合化 - -



（１）短期で再配置（見直し/建替え）を想定する施設

No 2019 － － 機能

施設類型 2020 297 - 建物

施設類型 2021 301 -

－ 建築年度 1970 構造 RC 階数（地上） 2 2022 358

全体 630 築年数 54 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 359

当該 630 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 Ⅲ 2019 －

2020 12,040

2021 12,749

2022 14,768

2023 15,406

2019 －

2020 1,696

2021 1,849

2022 2,073

2023 2,020

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 1

対策後
延床面積

（㎡）

削減面積
（㎡）

0

630

-

施設名称 社会教育センター
3

延床面積
（㎡）

集会施設

現在実施
している
主な事業

内容

施設の使用許可に関する業務
施設使用料の徴収に関する業務
指定管理者の自主事業（フレイル予防講座・ヨガ等）

対策の優先度

対策内容

ソフト

学びの機会と場の提供

市民

年間開館
日数（日）

延利用者
数（人）

利用件数
（件）

備考 －
他の施設でも実施は可能

社会教育系施設

設置目的

事業はほぼ貸館事業のため、他施設でも実施可能。

所管課 教育部生涯学習グループ

目的

対象

午前９時から午後９時まで（１２月２９日から翌１月４日までを除く）

敷地面積（㎡）

設置根拠法令等 大阪狭山市立社会教育センター条例

再配置
方針

長寿命化判定

市民の自発的な諸活動と交流の場を提供し、もって地域社会の振興に資することを目的と
して設置

ハード

現状と
課題

見直し

見直し

Ⅲ

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

占有している団体はない

対策費用
（千円）

- - - -

対策内容

--

実施年度

-

複合化等
検討対象

施設

図書館、公民館、市民活
動支援センター、老人福
祉センター、障害者地域
活動支援センター,子育
て支援センター（ぽっぽ
えん）

－

再配置に向けた
事業概要

貸館事業は地域・民間事業者等が主体となって実施可能。

地域・民間事業者等が主体で実施可能
市関与の必要性

（民間ノウハウ活用の
可能性の有無）

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

目標使用年数

（残年数）

短期

中長期

対策内容 －

39000

－

（R10）

2028

-

-

廃止
（複合化）

-

〇市の中心からやや南部に位置
〇鉄筋コンクリート造
〇２０３０年（６年後）に標準耐用年数
〇耐震性　有

●漏水の発生（一部天井）
●バリアフリー化（洋式便所の設置が未対応）

〇主に貸館施設
〇開館時間：９時～２１時まで

●諸室の稼動率は、部屋、時間区分で差が見られる。
　（２０２２年度平均　最大５６％、最小２３％）
●部屋の仕様や使用基準など、市民ニーズに合った効率の良い運営が課題

社会教育系施設としての機能は維持しますが、現建物については、老朽化が進行
していることから更新はせずに、機能が類似している公民館の建替えに併せて集
約化・複合化し、生涯学習の拠点施設として、社会教育施設の複合化及び各種
機能融合による多世代に渡る交流を育める場の提供を行い、地域社会の活性化
を図ります。
また、障がい者の社会進出や、利用者の健康増進に寄与できるよう障害者地域
活動支援センター機能及び保健センター機能を複合化します。

併せてカフェの併設や、物販などの民間施設の複合化を検討する。

- -- - - 除却 -



（１）短期で再配置（見直し/建替え）を想定する施設

No 2019 － 検討 機能

施設類型 2020 291 - 建物

施設類型 2021 294 -

－ 建築年度 1977 構造 RC 階数（地上） 2 2022 349

全体 2,883 築年数 47 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 351

当該 2,883 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 Ⅲ 2019 －

2020 36,464

2021 45,270

2022 55,462

2023 61,914

2019 －

2020 3,180

2021 3,300

2022 4,256

2023 4,306

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 1

対策後
延床面積

（㎡）

削減面積
（㎡）

0

2833

-

施設名称 公民館
4

延床面積
（㎡）

集会施設

現在実施
している
主な事業

内容

定期講座や集会、講演会の開催（親まなび講座、青少年セミナー、人権セミナー等）
市内催事の開催（はばたきフェスタ、新春こどもまつり等）、市内登録団体を対象とした貸館
（現在約200団体が登録、市民団体の活動拠点となっている。）

対策の優先度

対策内容

ソフト

学びの機会と場の提供、地域や人の繫がりのハブ拠点

市民

年間開館
日数（日）

延利用者
数（人）

利用件数
（件）

備考

図書館との複合施設

老人福祉センター等（南
側）及び市史編さん所
（北側）と隣接

他の施設でも実施は可能

社会教育系施設

設置目的

登録団体の活動内容が多岐に渡ることから、多様なニーズに応えるために現状規模と同等
の機能を有する施設が必要。（現状の貸館機能：12種類、15部屋）

所管課 教育部生涯学習グループ

目的

対象

午前９時から午後９時まで（１２月２９日から翌１月４日までを除く）

敷地面積（㎡）

設置根拠法令等 大阪狭山市公民館設置条例

再配置
方針

長寿命化判定

実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種事業を行い、住民の教養の向上、健康
の増 進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与するため

ハード

現状と
課題

継続

見直し/建替え

Ⅲ

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

占有している団体はない

対策費用
（千円）

- - 19800 -

対策内容

--

実施年度

-

複合化等
検討対象

施設

図書館、社会教育セン
ター、市民活動支援セン
ター、老人福祉セン
ター、障害者地域活動
支援センター,子育て支
援センター（ぽっぽえ
ん）

－

再配置に向けた
事業概要

現在指定管理者制度による運営を実施している。

市と地域・民間事業者等が協働で実施可能
市関与の必要性

（民間ノウハウ活用の
可能性の有無）

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

目標使用年数

（残年数）

短期

中長期

対策内容 －

-

－

（R10）

2028

除却

19800

廃止
（複合化）

-

〇市の中心部（西側）に位置
〇鉄筋コンクリート造
〇２０３７年（１３年後）に標準耐用年数
〇耐震性　有
〇２０１３年に大規模改修を実施（屋上防水等）

●外壁の浮き、消火管の劣化、空調機、プラネタリウムや陶芸釜などの設備更新
が必要
●経年劣化による修繕箇所の増加
●駐車場（道路を挟んでいる）、駐輪場が狭小

※長寿命化を図る場合（２０５７年（３３年後）まで使用しその後建替え）
　図書館と合わせて１６億３千万円以上必要

〇市民の地域コミュニティ活動や学習活動、趣味・生きがいの場の提供
〇２６３団体（９１１１人）登録（２０２２年度時点）
〇開館時間：９時～２１時まで

●諸室の稼動率は、部屋、時間区分で差が見られる。
　（年平均　最大７２％、最小４％）
●部屋の仕様や使用基準など、市民ニーズに合った効率の良い運営が課題

長寿命化を図る場合は、構造上の制限を受け、利活用の自由度が低いことに加
え、計画的に改修を行うと公民館と合わせて16億3千万円以上の事業費がかか
るため、生涯学習の拠点施設として、社会教育施設の複合化及び各種機能融合
による多世代に渡る交流を育める場の提供を行い、地域社会の活性化を図りま
す。
また、障がい者の社会進出や、利用者の健康増進に寄与できるよう障害者地域
活動支援センター機能及び保健センター機能を複合化します。

併せてカフェの併設や、物販などの民間施設の複合化を検討します。

- -- - 除却 - -



（１）短期で再配置（見直し/建替え）を想定する施設

No 2019 241 － 機能

施設類型 2020 243 - 建物

施設類型 2021 － -

－ 建築年度 1981 構造 S 階数（地上） 1 2022 －

全体 580 築年数 43 耐震性 不明 階数（地下） 0 2023 －

当該 580 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 Ⅲ 2019 1,446

2020 1,458

2021 －

2022 －

2023 －

2019 6

2020 6

2021 －

2022 －

2023 －

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －

対策後
延床面積

（㎡）

削減面積
（㎡）

－

－

-

施設名称 市史編さん所（旧郷土資料館）
5

延床面積
（㎡）

その他社会教育系施設

現在実施
している
主な事業

内容 収集した歴史資料保管及び貸出並びに市史編さん業務

対策の優先度

対策内容

ソフト

収集した歴史資料保管及び市史編さん業務

職員等

年間開館
日数（日）

延利用者
数（人）

利用件数
（件）

備考
図書館・公民館（南側）
と隣接

他の施設での実施は可能

社会教育系施設

設置目的

資料劣化を防ぐためには、特別収蔵庫等の備え付けが必要であるが、現在の施設ではス
ペースに限りがあり、設置が困難である。
一般の市民利用を想定する施設ではないため、他の施設に比べれば立地についての自由
度が高い。

所管課 教育部生涯学習グループ

目的

対象

週5回程度

敷地面積（㎡）

設置根拠法令等 指針等のみ

再配置
方針

長寿命化判定

文化財の保存、活用を図り、市民の文化的向上に資するとともに、地域文化の進歩に貢献す
る

ハード

現状と
課題

見直し

見直し

Ⅲ

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

占有している団体はない

対策費用
（千円）

- - - -

対策内容

--

実施年度

-

複合化等
検討対象

施設
-

－

再配置に向けた
事業概要

収集した歴史資料保管や市史編さんなど文化財の取扱いに関する業務は、市が主体的に
行う必要がある。個人情報特定資料の取扱い以外の業務については、協働で実施していく
ことが可能であると考える。

今後も、市が主体的に行う必要あり
市関与の必要性

（民間ノウハウ活用の
可能性の有無）

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

目標使用年数

（残年数）

短期

中長期

対策内容 －

-

－

（R10）

2028

-

-

-

-

〇市の中心部（西側）に位置
〇鉄骨造
〇２０４１年（１７年後）に標準耐用年数
〇耐震性　不明（耐震診断未実施）
〇２０１４年に防水改修、２０１７年に一部空調機の改修

●漏水の発生（未改修部）
●配管・設備等の老朽化が課題
●歴史資料増加に伴う、室・収蔵庫不足

〇郷土資料館としての展示機能は２００９年度に、大阪府立狭山池博物館内へ移
転
〇開館時間：一般開放を行っている施設ではない

●埋蔵文化財資料整理室、郷土資料館との連携に課題

市史編さん所については、耐震診断も実施しておらず耐震性が不明であること
や、老朽化が進行していることから、その他公共施設の集約化・複合化等による
公共空地等への移転について検討します。

- --
再配置

（見直し）
- - -



（１）短期で再配置（見直し/建替え）を想定する施設

No 2019 309 － 機能

施設類型 2020 280 - 建物

施設類型 2021 288 -

－ 建築年度 1970 構造 RC 階数（地上） 1 2022 344

全体 684 築年数 54 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 342

当該 684 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 Ⅲ 2019 22,724

2020 15,741

2021 10,739

2022 12,831

2023 14,335

2019 9,976

2020 7,176

2021 5,923

2022 7,079

2023 7,860

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 1

対策後
延床面積

（㎡）

削減面積
（㎡）

0

684

-

施設名称 子育て支援センター（ぽっぽえん）
6

延床面積
（㎡）

子育て支援拠点施設・放課後児童施設

現在実施
している
主な事業

内容

子育てに関する相談／乳幼児の遊びの場の提供（あそびの広場・プレイセンター・サークル
支援事業）／子育てに関する講座等の開催（市民協働・子育て講座・年齢別講座事業）／
子育てに関する情報の収集及び提供（ファミリーサポートセンター・発達障がい児等支援事
業）

対策の優先度

対策内容

ソフト

子どもの健全な育成のため

市内に居住する乳幼児及び保護者・子育てを支援する活動にかかわる者・その他市長が適
当と認めた者

年間開館
日数（日）

延利用者
数（人）

利用件数
（件）

備考 南第一小学校と隣接
他の施設でも実施は可能

子育て支援施設

設置目的

現在の施設は小学校の敷地の一部であるため、利用者にとって安心の確保につながってい
る。
本市における南地区の子育て支援の拠点として広く市民に認知されており、無料駐車場も
完備しており利便性は高い。

所管課 こども政策部こども家庭支援グループ

目的

対象

祝日及び12月29日～翌年の1月3日を除き毎日開館

敷地面積（㎡）

設置根拠法令等 大阪狭山市立子育て支援センター条例

再配置
方針

長寿命化判定

平成17年度末に閉園した、旧南第一幼稚園を活用し、子育てに関する相談その他の支援を
行うことにより、子どもの健全な育成を図る

ハード

現状と
課題

見直し

見直し

Ⅲ

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

占有している団体はない

対策費用
（千円）

- - - -

対策内容

--

実施年度

-

複合化等
検討対象

施設

図書館、公民館、社会教
育センター、市民活動支
援センター、老人福祉セ
ンター、障害者地域活動
支援センター
新こども園

－

再配置に向けた
事業概要

地域からの孤立や子育て不安等を背景とした保護者のストレスが子どもに向かないよう虐
待防止の観点からも必要な施設である。
民間の地域子育て支援拠点事業所は現在市内に2か所あり、
現在検討を進めている学校園の適正規模・適正配置に関する実施方針（素案）において、

今後も、市が主体的に行う必要あり
市関与の必要性

（民間ノウハウ活用の
可能性の有無）

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

目標使用年数

（残年数）

短期

中長期

対策内容 －

44000

－

（R10）

2028

-

-

廃止・除却
（複合化）

44000

〇市の中心からやや南部に位置
〇鉄筋コンクリート造
〇２０３０年（６年後）に標準耐用年数
〇耐震性　有
〇２０２２年度に一部軒裏コンクリートの補修
〇長寿命化　不可
●鉄筋の腐食及びコンクリートの中性化が進行
●職員による外壁、軒裏等の定期的な点検が必要
●漏水の発生（天井）
●経年劣化による修繕箇所の増加
●駐車場が狭小

〇利用者の大半は０歳から２歳児の親子
〇発達の遅れなどの相談支援事業も実施
〇子どもの遊び場の提供や、親同士の交流の場
〇開館時間：９時～１７時３０分

●母子保健の相談が多く、保健センターとの連携強化が課題
子育て支援センターで実施している業務のうち、今熊地区で実施するものと新こ
ども園で実施するものの整理が必要

子育て支援施設としての機能は維持しますが、現施設については老朽化が著し
いため、生涯学習の拠点施設として、社会教育施設の複合化及び各種機能融合
による多世代に渡る交流を育める場の提供を行い、地域社会の活性化を図りま
す。
また、障がい者の社会進出や、利用者の健康増進に寄与できるよう障害者地域
活動支援センター機能及び保健センター機能を複合化します。

併せてカフェの併設や、物販などの民間施設の複合化を検討します。
現在の機能については新たに設立を予定する統合公立園や複合施設への移転
を進める。

- -- - -
廃止・除却
（複合化）

-



（１）短期で再配置（見直し/建替え）を想定する施設

No 2019 329 － 機能

施設類型 2020 332 - 建物

施設類型 2021 － -

－ 建築年度 1978 構造 RC 階数（地上） 1 2022 －

全体 1,706 築年数 46 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 332

当該 1,706 耐用年限数 60 改修・更新 － 保全優先度 Ⅰ 2019 66,475

2020 24,438

2021 －

2022 42,476

2023 68,428

2019 575

2020 331

2021 －

2022 －

2023 -

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －

対策後
延床面積

（㎡）

削減面積
（㎡）

－

－

-

施設名称 老人福祉センター（さやま荘）
7

延床面積
（㎡）

高齢福祉施設

現在実施
している
主な事業

内容
生活相談、健康相談、生業及び就労の指導、機能回復訓練の実施、レクリエーション等の実
施

対策の優先度

対策内容

ソフト

老人の福祉の向上

本市に住所を有する60歳以上の者及びその付添者

年間開館
日数（日）

延利用者
数（人）

利用件数
（件）

備考

障害者地域活動支援セ
ンターと心身障害者福
祉センター及び母子・父
子福祉センターと同一
敷地内に建設

図書館・公民館(北側)
と隣接

当該施設でなければ実施できない

保健福祉施設

設置目的

大人数で利用できる浴室等が必要であり、現状、市内の他の公共施設等において代替でき
る施設は見当たらない。
高齢者がアクセスしやすい立地（循環バス、駐車場）が必要。

所管課 健康福祉部高齢者福祉グループ

目的

対象

第２日曜日、祝日、年末年始を除く午前９時から午後５時まで

敷地面積（㎡）

設置根拠法令等 大阪狭山市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

再配置
方針

長寿命化判定

無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の
増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する

ハード

現状と
課題

見直し

建替え

Ⅰ

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

占有している団体はない

対策費用
（千円）

- - 72500 -

対策内容

--

実施年度

-

複合化等
検討対象

施設

図書館、公民館、社会教
育センター、市民活動支
援センター、障害者地域
活動支援センター、子育
て支援センター（ぽっぽ
えん）

－

再配置に向けた
事業概要

平成18年4月1日より、社会福祉法人大阪狭山市社会福祉協議会が指定管理者として施
設の管理及び運営を行っている。

市と地域・民間事業者等が協働で実施可能
市関与の必要性

（民間ノウハウ活用の
可能性の有無）

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

目標使用年数

（残年数）

短期

中長期

対策内容 －

-

－

（R10）

2028

除却

72500

廃止
（複合化）

-

〇市の中心部（西側）に位置
〇鉄筋コンクリート造
〇２０３８年（１４年後）に標準耐用年数
〇２０１３年度に耐震改修、２０１９年度に防水改修、アスベスト除去、２０２２年に
一部軒裏の補修及び撤去
〇長寿命化　不可

●鉄筋の腐食及びコンクリートの中性化が進行
●各種設備の老朽化、故障の発生
●経年劣化による修繕箇所の増加

〇高齢者の生きがい活動の場・機会の提供
〇介護予防の活動の場・機会の提供
〇２５クラブ（５０９人）を設置（２０２２年度時点）
大阪狭山市地域防災計画では、防災拠点（福祉避難所）に位置付け
〇開館時間：９時～１７時

●食堂の委託業者が見当たらず、閉鎖のまま
●相談件数は少なく、地域包括支援センターへ案内

高齢福祉施設としての機能は維持しますが、老朽化が著しいため、生涯学習の拠
点施設として、社会教育施設の複合化及び各種機能融合による多世代に渡る交
流を育める場の提供を行い、地域社会の活性化を図ります。
また、障がい者の社会進出や、利用者の健康増進に寄与できるよう障害者地域
活動支援センター機能及び保健センター機能を複合化します。

併せてカフェの併設や、物販などの民間施設の複合化を検討します。

- -- - 除却 - -



（１）短期で再配置（見直し/建替え）を想定する施設

No 2019 239 － 機能

施設類型 2020 240 - 建物

施設類型 2021 － -

－ 建築年度 1988 構造 S/ＬＳ 階数（地上） 1 2022 －

全体 499 築年数 36 耐震性 有 階数（地下） 1 2023 243

当該 499 耐用年数 60/40 改修・更新 － 保全優先度 Ⅲ 2019 3,360

2020 2,007

2021 －

2022 －

2023 2,851

2019 3,360

2020 2,007

2021 －

2022 －

2023 2,851

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －

対策後
延床面積

（㎡）

削減面積
（㎡）

－

－

-

施設名称 障害者地域活動支援センター
8

延床面積
（㎡）

障がい福祉施設

現在実施
している
主な事業

内容
制作活動、創作活動、生産活動、クラブ活動、その他交流会（大阪狭山市障害者地域活動
支援センターの管理運営）

対策の優先度

対策内容

ソフト

創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他障がい者が自立し
た日常生活及び社会生活を営むために必要な支援のため

大阪狭山市に住所を有する「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律
（平成17年法律第123号）」第４条第１項に規定する障がい者で、通所が可能な人、その
他市長が必要と認めた人

年間開館
日数（日）

延利用者
数（人）

利用件数
（件）

備考

老人福祉センターと心
身障害者福祉センター
及び母子・父子福祉セ
ンターと同一敷地内に
建設

図書館・公民館と隣接

他の施設でも実施は可能

保健福祉施設

設置目的

十人以上の人員を利用させることができる規模、創作的活動又は生産活動の機会の提供
及び社会との交流の促進等ができる場所、便所、などの設置が必要（障害者の日常生活及
び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運
営に関する基準）

所管課 健康福祉部福祉政策グループ

目的

対象

月曜日から金曜日

敷地面積（㎡）

設置根拠法令等 大阪狭山市障害者地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例

再配置
方針

長寿命化判定

障がい者の健康の増進、レクリエーションの便宜の提供、生産活動の機会の提供や地域活
動の支援事業など、各種の事業を行う

ハード

現状と
課題

見直し

見直し

Ⅲ

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

占有している団体はない

対策費用
（千円）

- - 18000 -

対策内容

--

実施年度

-

複合化等
検討対象

施設

図書館、公民館、社会教
育センター、市民活動支
援センター、老人福祉セ
ンター、子育て支援セン
ター（ぽっぽえん）

－

再配置に向けた
事業概要

府条例で定める基準を満たすものであれば協働は可能であるが、府の交付税対象となるた
め事業実施に当たっては、市の関与は必要である。

市と地域・民間事業者等が協働で実施可能
市関与の必要性

（民間ノウハウ活用の
可能性の有無）

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

目標使用年数

（残年数）

短期

中長期

対策内容 －

-

－

（R10）

2028

除却

18000

廃止
（複合化）

-

〇市の中心部（西側）に位置
〇鉄骨造（作業所１）、軽量鉄骨造（作業所２）
〇作業所１は２０４８年（２４年後）、作業所２は２０３８年（１４年後）に標準耐用年
数
〇耐震性　有
〇２０１２年度に作業所１の空調機や一部防水改修

●経年劣化による修繕箇所の増加

〇障がい者の地域活動を支援
（心身障害者福祉センター及び母子・父子福祉センターでカフェ事業やレクリ
エーション活動）
〇１日平均利用者　１２名の利用登録（２０２３年度時点）

●民間サービスの発展による利用者数の低迷

障がい福祉施設としての機能は維持しますが、生涯学習の拠点施設として、社会
教育施設の複合化及び各種機能融合による多世代に渡る交流を育める場の提
供を行い、地域社会の活性化を図ります。
また、障がい者の社会進出や、利用者の健康増進に寄与できるよう障害者地域
活動支援センター機能及び保健センター機能を複合化します。

併せてカフェの併設や、物販などの民間施設の複合化を検討します。

- -- - 除却 - -



（１）短期で再配置（見直し/建替え）を想定する施設

No 2019 291 － 機能

施設類型 2020 292 - 建物

施設類型 2021 － -

－ 建築年度 1978 構造 RC一部Ｓ 階数（地上） 1 2022 －

全体 698 築年数 46 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 293

当該 698 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 Ⅱ 2019 15,593

2020 5,089

2021 －

2022 －

2023 10,787

2019 1,089

2020 559

2021 －

2022 －

2023 1,169

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －

対策後
延床面積

（㎡）

削減面積
（㎡）

－

－

-

施設名称 心身障害者福祉センター及び母子・父子福祉センター
9

延床面積
（㎡）

障がい福祉施設

現在実施
している
主な事業

内容
障がい者相談事業（身体障がい者相談、知的障がい者相談）　／　ひとり親家庭相談　／
心配ごと相談事業　／　.関係団体等の事務局としての事務処理

対策の優先度

対策内容

ソフト

心身障がい者並びに母子家庭の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童の生活に係る
各種の相談及び指導に関すること。

本市に住所を有する心身障がい者及びその付添者並びに母子家庭の母または父子家庭の
父及び児童、その他市長が必要と認めた人

年間開館
日数（日）

延利用者
数（人）

利用件数
（件）

備考

老人福祉センターと障
害者地域活動支援セン
ターと同一敷地内に建
設

図書館・公民館（北側）
と隣接

他の施設でも実施は可能

保健福祉施設

設置目的

毎月同じ曜日の同じ時間に施設を利用できることが必要。

所管課 健康福祉部福祉政策グループ

目的

対象

１か月に710日程度

敷地面積（㎡）

設置根拠法令等 大阪狭山市立心身障害者福祉センター及び母子・父子福祉センターの設置及び管理に関する条例

再配置
方針

長寿命化判定

障がい者、母子家庭並びに父子家庭のための相談、障がい者の生産活動の機会の提供な
ど、各種の事業を行う

ハード

現状と
課題

見直し

見直し

Ⅱ

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

占有している団体はない

対策費用
（千円）

- - 22000 -

対策内容

--

実施年度

-

複合化等
検討対象

施設
-

－

再配置に向けた
事業概要

市と連携する際は、ピアカウンセリングの実施状況を把握するために実績の報告が必要。

地域・民間事業者等が主体で実施可能
市関与の必要性

（民間ノウハウ活用の
可能性の有無）

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

目標使用年数

（残年数）

短期

中長期

対策内容 －

-

－

（R10）

2028

除却

22000

廃止
（複合化）

-

〇市の中心部（西側）に位置
〇鉄筋コンクリート造一部鉄骨造
〇２０３８年（１４年後）に標準耐用年数
〇耐震性　有
〇２００９年度に空調機の改修、２０１３年に照明器具のＬＥＤ化

●経年劣化による修繕箇所の増加

〇※ピアカウンセリングの相談窓口
〇会議室や相談室は主に母子寡婦福祉会やボランティア団体等が利用
〇開館時間：９時～１７時

●相談実績が少ない（０件　２０２３年度）
●、部屋、時間区分で差が見られる。（年平均　最大〇〇％、最小〇〇％）
●部屋の稼働率に差が見られる。（全体の稼働率　２５％、スポーツ室　６５％、会
議室　５１％）
●使用団体が限られている。

※ピアカウンセリング：同じような悩みを抱えた人たちが集まって仲間同士で支え
あうことを目的としたカウンセリングのこと

障がい福祉施設としての機能は維持しますが、現施設については、老朽化が進行
していることから更新はせずに、旧南館に配置されている福祉の機能に心身障害
者福祉センター及び母子父子福祉センターの相談機能を複合化することで、総
合的な相談支援を行います。

併せて、社会福祉協議会の事務所などの民間施設と複合化を図り、福祉サービ
スの向上やその他公共施設の再配置場所としての検討を行います。

- -- - 除却 - -



（１）短期で再配置（見直し/建替え）を想定する施設

No 2019 244 － 機能

施設類型 2020 243 - 建物

施設類型 2021 － -

－ 建築年度 1988 構造 RC 階数（地上） 2 2022 －

全体 1,467 築年数 36 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 275

当該 1,467 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 Ⅱ 2019 11,300

2020 11,300

2021 －

2022 －

2023 14,600

2019 11,300

2020 11,300

2021 －

2022 －

2023 14,600

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －

対策後
延床面積

（㎡）

削減面積
（㎡）

－

－

-

施設名称 保健センター
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延床面積
（㎡）

保健施設

現在実施
している
主な事業

内容
健康教育、健康相談及び健康診査に関すること　／　訪問指導に関すること　／　予防接種
に関すること　／　母子保健及び歯科保健に関すること　／　保健衛生知識の啓発及び普及
に関すること　／　その他市民の健康の保持及び増進を図るため必要な事業

対策の優先度

対策内容

ソフト

予防接種、献血推進、母子保健事業、健康増進事業、歯科保健事業、救急医療対策事業、
南河内圏域障がい児（者）歯科検診事業

市民

年間開館
日数（日）

延利用者
数（人）

利用件数
（件）

備考 －

他の施設でも実施は可能
（診察室等、一部は医療法に基づく診療所開設の手続きが必要）

保健福祉施設

設置目的

事務室、会議室、診察室、栄養指導室（コンロ等）、駐車場（健診等の事業実施の際には60
台程度必要）が確保できれば可能。

所管課 健康福祉部健康推進グループ

目的

対象

月曜日から金曜日を基本とし、土・日曜日は教室がある場合のみ

敷地面積（㎡）

設置根拠法令等 大阪狭山市立保健センター条例

再配置
方針

長寿命化判定

市民の健康の保持及び増進を図る ハード

現状と
課題

見直し

見直し

Ⅱ

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

占有している団体はない

対策費用
（千円）

- - - -

対策内容

--

実施年度

-

複合化等
検討対象

施設

旧狭山・美原医療保健
センター（休日診療）

－

再配置に向けた
事業概要

－

今後も、市が主体的に行う必要あり
市関与の必要性

（民間ノウハウ活用の
可能性の有無）

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

目標使用年数

（残年数）

短期

中長期

対策内容 －

104000

－

（R10）

2028

-

-

廃止
（複合化）

-

〇市の中心部（西側）に位置
〇鉄筋コンクリート造
〇２０４８年（２４年後）に標準耐用年数
〇耐震性　有
〇２０１６年度に一部空調機改修、２０１７年度にトイレ改修、受変電設備改修

●漏水の発生（内壁）
●エレベータの更新時期（基盤の部品供給の停止）、壁面クラックの増加、蛍光
灯のＬＥＤ化必要
●経年劣化による修繕箇所の増加

※長寿命化を図る場合（２０６８年（４４年後）まで使用しその後建替え）
　５億円以上必要

〇市民の健康づくりの拠点
〇検診や予防接種等の保健事業の実施
〇開館時間：９時～１７時３０分

生涯学習の拠点施設として、社会教育施設の複合化及び各種機能融合による
多世代に渡る交流を育める場の提供を行い、地域社会の活性化を図ります。
また、障がい者の社会進出や、利用者の健康増進に寄与できるよう障害者地域
活動支援センター機能及び保健センター機能を複合化します。

併せてカフェの併設や、物販などの民間施設の複合化を検討します。

（健康推進G記載ではない）

- -- - - 除却 -



（１）短期で再配置（見直し/建替え）を想定する施設

No － 機能

施設類型 - 建物

施設類型 -

－ 建築年度 1975 構造 RC 階数（地上） 2

全体 958 築年数 49 耐震性 有 階数（地下） 0

当該 958 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 Ⅱ

必要性 利用者数

2018 2,424

2019 2,476

2020 2,110

2018 19,983

2019 18,632

2020 12,020

2018 10,786

2019 10,842

2020 8,350

2018 1,340

2019 990

2020 752

2018 －

2019 －

2020 －

2018 2,181

2019 2,605

2020 2,777

2018 －

2019 －

2020 －

2018 －

2019 －

2020 －

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －

障害者等が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ、自立した日
常生活又は社会生活を営むことができるよう、障がい者相談の業務を総合
的に行う。
　対象：障害者や障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者

生活保護に至る前の段階で様々な事情により生活や仕事等で困っている
方を対象に必要に応じて就労支援や家計改善に係る相談を受け付けてい
る

地域の課題解決や活性化のため、　住民が交流するイベント企画や地域情
報誌の発行などを実施
　対象：各円卓会議役員、その他市民　　　頻度：部屋の利用は月1、2回

市民活動を活発にするため、市民活動団体の活動支援（相談受付、各種情
報提供、ミーティングスペースや印刷機の貸出、イベントの実施等）
　対象：市民活動団体

地域において自立した生活が送れるよう支援するため、福祉サービスの利
用援助、日常的な金銭管理、通帳・証書類等の預かりを実施
　対象：認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない
人
概ね６０歳以上の元気な高齢者の生きがいと健康づくりについて市と協働
で取り組む
　対象：概ね６０歳以上の元気な高齢者
　頻度：【熟年大学部】約２００回／年、【保健体育部】約１０回／年、【歴史・
文化部】約５回／年など

地域・民間
事業者等が
主体で実施

可能

市と地域・民
間事業者等
が協働で実

施可能

市と地域・民
間事業者等
が協働で実

施可能

男女センターの事務所、講
座が実施できる講堂や会議
室、駐車スペースが確保さ
れている施設が望ましい

社会福祉協議会の組織の一
部として機能しているので、
関係機関との繋がりを乖離
して考えることは難しい。

市と緊密に連絡・連携しなけ
ればならない部門であること
から、南館での事業実施は
有益である。

今後も、市が
主体的に行
う必要あり

今後も、市が
主体的に行
う必要あり

市と地域・民
間事業者等
が協働で実

施可能

他の施設で
も実施は可

能

他の施設で
も実施は可

能

男女共同参画推進拠点として、男女共同参画に関する講座や、女性カウン
セラーによる相談等（大阪狭山市男女共同参画推進センター運営業務、女
性のための相談業務）
　対象：全市民　　　頻度：週２～４回

市と地域・民
間事業者等
が協働で実

施可能

主な事業の内容

円卓

市民活
動支援

セン
ター

施設と機能の同調性

熟年い
きいき
事業実
行委員

会

市と地域・民
間事業者等
が協働で実

施可能

延床面積
（㎡）

権利擁
護セン
ター

見直し

複合化

地域包
括支援

セン
ター

男女共同

参画推進

センター

（きらっと

ぴあ）

生活サ
ポート
セン
ター

基幹相
談支援

セン
ター

複合化等

検討対象
施設

-

備考 文化会館（南側）と隣接
施設名称 市役所庁舎南館
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活動に必要な機器の利用や
備品の保管ができれば場所
は問わないが、各円卓会議
の地区内が望ましい。

現在と同等の規模で、市民
活動にとって利便性が高い
場所での実施が望ましい。

市役所関係部局との緊密な
連携が必要であるため、市
役所本庁舎または現施設で
の実施が望ましい。

参加人数が収容でき、参加
者が通いやすいく、市と密に
連携を取れる施設が望まし
い。

アクセスのしやすさが重要で
あり、駐車場の確保も必要
である。市役所本庁舎での
実施が望ましい。

地域の高齢者福祉に関する総合相談窓口の運営、総合相談の受付や介護
予防ケアマネジメント事業、介護予防支援事業、権利擁護事業等
　対象：高齢者やその家族、介護支援専門員等

当該施設で
なければ実
施できない

他の施設で
も実施は可

能

他の施設で
も実施は可

能

概ね小学校
区内で必要

概ね小学校
区内で必要

近隣で設置
が必要

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

－

対策内容 －
削減面積

（㎡）
－

-

（R10）

対策費用
（千円）

- - - -

複合化 - -

328000 328000

対策内容 - - -

短期

実施年度

再配置に向けた
事業概要

ソフト

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 総務部資産活用・契約グループ 庁舎 （残年数）

行政系施設 目標使用年数

2028

-

-

-

-

〇市の中心部（東側）に位置
〇鉄筋コンクリート造
〇２０３５年（１１年後）に標準耐用年数
〇耐震性　有
〇１９７５年に大阪府の保健所として建設し、その後譲渡

●保健所としての造りとなっており、使用勝手が悪い
●外壁の浮き、設備機器の更新が必要

〇地域包括、基幹相談、権利擁護支援センター、生活サポート、男女共同参画推
進センター、市民活動支援センター等の事務所や会議室として利用
〇大阪狭山市地域防災計画では、活動拠点（ボランティアセンター）に位置付け
〇開館時間：市民活動支援センター１０時～２１時（日曜１０時～１８時）
〇開館時間：上記以外施設　９時～１７時

旧南館に配置されている福祉の機能に心身障害者福祉センター及び母子父子
福祉センターの相談機能を複合化することで、総合的な相談支援を行う。

併せて、社会福祉協議会の事務所などの民間施設と複合化を図り、福祉サービ
スの向上やその他公共施設の再配置場所としての検討を行う。

建替え

Ⅱ

対策内容

対策の優先度

- -



（2）短期で譲渡・廃止を想定する施設

No 2019 － － 機能

施設類型 2020 － - 建物

施設類型 2021 － -

－ 建築年度 1979 構造 S 階数（地上） 1 2022 －

全体 74 築年数 44 耐震性 無 階数（地下） 0 2023 0

当該 74 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 － 2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 0

2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 0

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －

対策内容 －
削減面積

（㎡）
－

- -

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

－

（R10）

対策費用
（千円）

- - - -

- - - - -

- -

－

対策内容 譲渡・廃止 - -

短期

実施年度

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

－

ー

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

－

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

－

－

－

複合化等
検討対象

施設
-

再配置に向けた
事業概要

目的 －

ソフト

対象 －

備考 －

－

利用件数
（件）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 －

設置目的

現在実施
している
主な事業

内容 －

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

延床面積
（㎡）

その他施設 目標使用年数
施設名称 西池尻連絡所

12

年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 － その他施設 （残年数）

2028

-

-

-

-

〇耐震性　無
〇２０２３年に除却
〇現在、更地

〇２０２１年の耐震診断の結果、耐震性を有していないことが判明したため、機能
を廃止し、除却した。
〇現在地元地区会の意向を聞きながら、譲渡、売却等を含めた跡地活用の検討
中。

譲渡・廃止を検討

譲渡・廃止

譲渡・廃止

-

対策内容

対策の優先度



（３）短期で当面維持を想定する施設

No 2019 311 長寿命化 機能

施設類型 2020 310 80年 建物

施設類型 2021 261 31

－ 建築年度 1994 構造 SRC 階数（地上） 4 2022 310

全体 13,618 築年数 29 耐震性 有 階数（地下） 1 2023 262

当該 13,618 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 Ⅲ 2019 247,655

2020 96,510

2021 145,494

2022 179,476

2023 175,295

2019 4,972

2020 3,217

2021 3,957

2022 5,028

2023 4,447

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －

対策内容 維持（改修・更新）
削減面積

（㎡）
－

- -

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

－

（R10）

対策費用
（千円）

- - - -

- - - - -

- -

・大阪狭山ラジオクラブ（無線室の管理運営／13.81㎡／無線室のうち団体事務室として
利用分（1.92㎡）について減額措置のうえ使用料を徴収）

対策内容 - - -

短期

実施年度

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

市と地域・民間事業者等が協働で実施可能

令和6年4月1日より、指定管理者である株式会社ケイミックスパブリックビジネスが施設の
管理運営を行っている。

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

占有している団体あり

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

当該施設でなければ実施できない

本市内に同等の施設がないため、代替不可。

毎日（毎週火曜日定休日）

複合化等
検討対象

施設
-

再配置に向けた
事業概要

目的 文化の創造及び振興

ソフト

対象 市民、市民活動団体

備考 市役所庁舎南館と隣接

市民に優れた文化・芸術に触れる機会を提供し、市民自らの文化活動の展開によって、文
化の創造及び振興を図る。

利用件数
（件）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 大阪狭山市文化会館条例

設置目的

現在実施
している
主な事業

内容 活動の場の提供（貸館）、文化芸術に触れる機会の提供（公演等の企画実施）

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

延床面積
（㎡）

市民文化系施設 目標使用年数
施設名称 大阪狭山市文化会館

13

年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 政策推進部公民連携・協働推進グループ 文化施設 （残年数）

2028

-

-

-

-

〇市の中心部（東側）に位置
〇鉄骨鉄筋コンクリート造
〇２０54年（30年後）に標準耐用年数
〇耐震性　有
〇２０１５年に屋上シート防水・外壁改修
〇２０２３年に空調改修（ESCO事業）

●経年劣化による修繕箇所多数
●受変電設備等の設備機器の更新など大規模改修実施の時期

〇開館時間：9時～22時
〇市民の文化振興を図るための拠点
〇光熱水費等の維持管理コストの低減を実施

●舞台関連設備や備品等について、老朽化が著しい

本施設の法定耐用年数は50年であり、今後10年間は現在の施設を継続して利
用する。
ただし、老朽化が進み、現施設が維持困難となった場合、建替には多大な費用が
かかることから、今から対応を検討しておく必要がある。

継続

維持

Ⅲ

対策内容

対策の優先度



（３）短期で当面維持を想定する施設

No 2019 － 長寿命化 機能

施設類型 2020 299 80年 建物

施設類型 2021 302 25

－ 建築年度 1988 構造 RC 階数（地上） 2 2022 357

全体 360 築年数 35 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 359

当該 360 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 Ⅳ 2019 47335/
17494

2020 50331/
14477

2021 47663/
13981

2022 55714/
15815

2023 54676/
15173

2019 962/
2715

2020 929/
2385

2021 856/
2336

2022 1009/
2882

2023 895/
2819

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －

対策内容 維持（改修・更新）
削減面積

（㎡）
－

- -

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

－

（R10）

対策費用
（千円）

- - - -

- - - - -

- -

－

対策内容 - - -

短期

実施年度

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

市と地域・民間事業者等が協働で実施可能

現在指定管理者制度による運営を実施している。

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

占有している団体はない

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

総合グラ：当該施設でないと実施できない
山本：他の施設での実施は可能

総グラ：グラウンドの面積やナイター等、施設特有の設備があり代替施設はない
山本：市内3か所に同様の施設があるため

総グラ：午前9時～午後9時
山本：5月～8月　午前8時～午後7時

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

目的 スポーツ及びレクリエーションの普及振興を図る

ソフト

対象 主に市民（市外利用も可）

備考 －

－

利用件数
（件）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 －

設置目的

現在実施
している
主な事業

内容
施設の使用許可に関する業務
施設使用料の徴収に関する業務

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

延床面積
（㎡）

市民文化系施設 目標使用年数
施設名称 市民総合グラウンド/山本テニスコート

14

年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 教育部生涯学習グループ スポーツ施設 （残年数）

2028

-

-

-

-

〇市の北西部に位置
〇鉄筋コンクリート造
〇２０４８年（２４年後）に標準耐用年数
〇耐震性　有

●経年劣化による修繕箇所多数

〇主に貸館施設
〇開場時間
　総グラ９時～２１時
　テニス８時～１９時（５月～８月）
　　　　　９時～１７時（９月～４月）

●グラウンドの平日昼間の稼働率が夜間や土日に比べ非常に低い

施設・機能とも維持

継続

維持

Ⅳ

対策内容

対策の優先度



（３）短期で当面維持を想定する施設

No 2019 － 長寿命化 機能

施設類型 2020 299 80年 建物

施設類型 2021 302 22

－ 建築年度 1985 構造 RC 階数（地上） 2 2022 357

全体 4,970 築年数 38 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 359

当該 4,970 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 Ⅱ 2019 89,311

2020 46,456

2021 51,318

2022 71,431

2023 72,740

2019 4,363

2020 3,776

2021 4,141

2022 4,768

2023 4,910

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －

対策内容 維持（改修・更新）
削減面積

（㎡）
－

- -

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

－

（R10）

対策費用
（千円）

- - - -

- - - - -

- -

－

対策内容 - - -

短期

実施年度

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

市と地域・民間事業者等が協働で実施可能

現在指定管理者制度による運営を実施している。

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

占有している団体はない

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

当該施設でないと実施できない

市内スポーツ施設の拠点であり、多世代、多種目にわたり利用があり代替施設はない

午前9時～午後9時（12月29日～翌1月4日を除く）

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

目的 スポーツ及びレクリエーションの普及振興を図る

ソフト

対象 主に市民（市外利用も可）

備考 －

－

利用件数
（件）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 －

設置目的

現在実施
している
主な事業

内容
施設の使用許可に関する業務
施設使用料の徴収に関する業務
指定管理者の自主事業

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

延床面積
（㎡）

スポーツ・レク施設 目標使用年数
施設名称 総合体育館

15

年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 教育部生涯学習グループ スポーツ施設 （残年数）

2028

-

-

-

-

〇市の北西部に位置
〇鉄筋コンクリート造
〇２０４５年（２１年後）に標準耐用年数
〇耐震性　有
〇２０〇〇年に一部屋上防水改修、２０２４年にエレベータを更新

●経年劣化による修繕箇所多数

〇主に貸館施設
〇開館時間：９時～２１時

●ニュースポーツの普及により、建設当時に想定されていない種目の利用が増
え、運用等の見直しが必要

施設・機能とも維持

継続

維持

Ⅱ

対策内容

対策の優先度



（３）短期で当面維持を想定する施設

No 2019 － 長寿命化 機能

施設類型 2020 299 80年 建物

施設類型 2021 302 24

－ 建築年度 1987 構造 RC 階数（地上） 2 2022 357

全体 452 築年数 36 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 359

当該 452 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 Ⅳ 2019 23,407

2020 10,836

2021 11,258

2022 17,146

2023 13,527

2019 345

2020 339

2021 350

2022 340

2023 364

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 維持（改修・更新）
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容 - - -

（R10）

- - - -- -

占有している団体はない

－

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

市と地域・民間事業者等が協働で実施可能

現在指定管理者制度による運営を実施している。

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

施設・機能とも維持

－

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

当該施設でないと実施できない

一定の種目に特化した施設であり、ナイター等、施設特有の設備があり代替施設はない

4月～10月　午前7時～午後9時
11月～3月　午前9時～午後5時
（12月29日～翌1月4日を除く）

対象 主に市民（市外利用も可）

備考

現在実施
している
主な事業

内容
施設の使用許可に関する業務
施設使用料の徴収に関する業務

利用件数
（件）

目的 スポーツ及びレクリエーションの普及振興を図る

ソフト

〇主に貸館施設
〇開場時間：９時～１７時（１１月～３月）
　　　　　　　　７時～２１時（４月～１０時）

●グラウンド整地用車両の老朽化による修繕箇所が多数ある

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 －

設置目的 －

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

〇市の北西部に位置
〇鉄筋コンクリート造
〇２０４７年（２３年後）に標準耐用年数
〇耐震性　有

●経年劣化による修繕箇所多数

対策の優先度 Ⅳ

スポーツ・レク施設 目標使用年数 維持
対策内容

継続
施設名称 野球場

16

年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 教育部生涯学習グループ スポーツ施設 （残年数）



（３）短期で当面維持を想定する施設

No 2019 － － 機能

施設類型 2020 299 － 建物

施設類型 2021 302 12

－ 建築年度 1995 構造 LS 階数（地上） 1 2022 357

全体 152 築年数 28 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 359

当該 152 耐用年数 40 改修・更新 － 保全優先度 Ⅳ 2019 10927/
9830

2020 9476/
8337

2021 9115/
7091

2022 10346/
7189

2023 10338/
6034

2019 486/
2109

2020 488/
1816

2021 466/
1652

2022 523/
1649

2023 504/
1504

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 再配置（見直し）
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後

延床面積
（㎡）

－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容
維持（改

修・更新）
- -

（R10）

- - - -- -

占有している団体はない

－

実施年度
2028

市関与の必要性

（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

市と地域・民間事業者等が協働で実施可能

現在指定管理者制度による運営を実施している。

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた

事業概要
当面施設・機能とも維持　（中長期）再配置を検討

－

施設と機能の同調性

（その建物でないと
実施できない事業か）

他の施設での実施は可能

両施設とも代替可能な施設があり、他施設での実施可能

第三：5月～8月　午前9時～午後6時
9月～4月　午前9時～午後5時
大野：5月～8月　午前8時～午後7時

9月～4月　午前9時～午後5時
共通：12月29日～翌1月4日を除く

対象 主に市民（市外利用も可）

備考

現在実施
している

主な事業

内容
施設の使用許可に関する業務

施設使用料の徴収に関する業務
利用件数

（件）

目的 スポーツ及びレクリエーションの普及振興を図る

ソフト

〇主に貸館施設
〇開場時間

　第三　９時～１８時（５月～８月）
　　　　　９時～１７時（９月～４月）
　テニス８時～１９時（５月～８月）

　　　　　９時～１７時（９月～４月）

●他のテニスコートに比べ利用頻度が低い

延床面積
（㎡）

延利用者

数（人）

設置根拠法令等 －

設置目的 －

敷地面積（㎡）

現状と

課題

ハード

〇市の南部に位置
〇軽量鉄骨造

〇２０３５年（１１年後）に標準耐用年数
〇軽量鉄骨造のため、長寿命化には適さない構造
〇耐震性　有

●経年劣化による修繕箇所多数

対策の優先度 Ⅳ

スポーツ・レク施設 目標使用年数 当面維持
対策内容

当面継続
施設名称 第三青少年運動広場/大野テニスコート

17

年間開館
日数（日）

再配置

方針

長寿命化判定

所管課 教育部生涯学習グループ スポーツ施設 （残年数）



（３）短期で当面維持を想定する施設

No 2019 － 長寿命化 機能

施設類型 2020 299 80年 建物

施設類型 2021 302 34

－ 建築年度 1997 構造 SRC 階数（地上） 1 2022 357

全体 974 築年数 26 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 359

当該 974 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 Ⅲ 2019 24,307

2020 21,061

2021 20,400

2022 24,816

2023 24,649

2019 1,808

2020 1,591

2021 1,661

2022 2,047

2023 2,022

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 維持（改修・更新）
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容 - - -

（R10）

- - - -- -

占有している団体はない

－

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

市と地域・民間事業者等が協働で実施可能

現在指定管理者制度による運営を実施している。

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

施設・機能とも維持

－

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

他の施設での実施は可能

代替可能な施設があり、他施設での実施可能

午前9時～午後9時（12月29日～翌1月4日を除く）

対象 主に市民（市外利用も可）

備考

現在実施
している
主な事業

内容
施設の使用許可に関する業務
施設使用料の徴収に関する業務

利用件数
（件）

目的 スポーツ及びレクリエーションの普及振興を図る

ソフト

〇主に貸館施設
〇開館時間：９時～２１時

●利用者による近隣住宅への騒音課題

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 －

設置目的 －

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

〇市の中心からやや北部に位置
〇鉄骨鉄筋コンクリート造
〇２０５７年（３３年後）に標準耐用年数
〇耐震性　有

●経年劣化による修繕箇所多数

対策の優先度 Ⅲ

スポーツ・レク施設 目標使用年数 維持
対策内容

継続
施設名称 池尻体育館

18

年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 教育部生涯学習グループ スポーツ施設 （残年数）



（３）短期で当面維持を想定する施設

No 2019 － 長寿命化 機能

施設類型 2020 － 80年 建物

施設類型 2021 － 10

－ 建築年度 1973 構造 RC 階数（地上） 2 2022 －

全体 2,058 築年数 50 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 0

当該 2,058 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 Ⅲ 2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 0

2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 0

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 維持（改修・更新）
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容 - - -

（R10）

- - - -- -

占有している団体あり

㈱東洋食品（調理委託会社/通信費を除き減免）
㈱ケントク（総合管理業務委託会社/通信費を除き減免）

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

市と民間事業者等が協働で実施可能

調理業務等における衛生・安全の確保については、設置者の意向を十分反映できるような
管理体制を設ける必要がある。

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

施設・機能とも維持

－

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

当該施設でなければ実施不可

学校給食専用の調理設備

平日（長期休業期間等を除く）

対象
小学生（１～６年生）、中学生（１～３年生）、

備考

現在実施
している
主な事業

内容 学校給食の調理・配送、洗浄等の後片付け

利用件数
（件）

目的
適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること及び日常生活における食事について正
しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養
うこと。

ソフト 〇学校給食を調理・提供する機能

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 学校給食法第４条及び第6条

設置目的

義務教育学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施されるように努
めなければならない。
義務教育学校の設置者は、その設置する義務教育学校の学校給食を実施するための施設
として、二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設(共同調理所というを設
けることが出来るため

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

〇市の中心からやや南部に位置
〇鉄筋コンクリート造
〇２０３３年（９年後）に標準耐用年数
〇耐震性　有
〇２０１４年に耐震補強、その後大規模改修の実施（２０１５年から２０１９年）

対策の優先度 Ⅲ

学校教育系施設 目標使用年数 維持
対策内容

継続
施設名称 学校給食センター

19

年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 教育部教育政策グループ その他教育施設 （残年数）



（３）短期で当面維持を想定する施設

No 2019 － － 機能

施設類型 2020 － － 建物

施設類型 2021 － 13

－ 建築年度 1996 構造 LS 階数（地上） 1 2022 －

全体 198 築年数 27 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 0

当該 198 耐用年数 40 改修・更新 － 保全優先度 Ⅳ 2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 0

2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 0

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 維持（改修・更新）
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容 - - -

（R10）

- - - -- -

占有している団体はない

－

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

今後も、市が主体的に行う必要あり

義務教育という日常生活に不可欠なものであり、在籍する市内小中学校とも協働するため、
市が主体的に行う必要がある。

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

施設・機能とも維持

－

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

－

自主活動として、農作業や運動ができる施設設備がある。また、外部人材や学生ボランティ
ア等の協働において、駅から近い方が利便性が高い。

週5回

対象 大阪狭山市内の小中学校在籍の児童生徒

備考

現在実施
している
主な事業

内容
子どもたちのペースを大切にし、自分の居場所づくりをサポートする。
保護者や学校とも連携しながら、一人ひとりに応じたプログラムを作成し、学習支援を行う。
コミュニケーション力を育てるとともに、社会的自立へ支援を行う。

利用件数
（件）

目的
自分を見つめ、自分らしさに気づき、自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを
めざす。

ソフト 今後も維持するが、運営手法については検討する。

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 教育機会確保法

設置目的
学校へ出席しない、またはすることができない子どもたちに対する教育機会の確保及び個々
の状況に応じた必要な支援を行うため。

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

〇市の中心からやや北部に位置
〇軽量鉄骨造
〇２０３６年（１２年後）に標準耐用年数
〇軽量鉄骨造のため長寿命化には適さない構造
〇耐震性　有

●経年劣化による修繕箇所多数

対策の優先度 Ⅳ

学校教育系施設 目標使用年数 維持
対策内容

継続
施設名称 教育支援センター（フリースクールみ・ら・い）

20

年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 教育部教育指導グループ その他教育施設 （残年数）



（３）短期で当面維持を想定する施設

No 2019 252日 － 機能

施設類型 2020178日
（R2.7.1～事業開始） － 建物

施設類型 2021 203日 15

－ 建築年度 1978 構造 RC 階数（地上） 1 2022 238日

全体 496 築年数 45 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 237日

当該 496 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 Ⅳ 2019 8,586人

2020 634人

2021 2,.312人

2022 4,038人

2023 5,000人

2019 3,648組

2020 300組

2021 1,077組

2022 1,770組

2023 2,293組

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 再配置（見直し）
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後

延床面積
（㎡）

－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容
維持（改
修・更新）

- -

（R10）

- - - -- -

占有している団体あり

大阪いずみ市民生活協同組合（地域子育て支援拠点事業及び一時預かり事業を実施／
206㎡／光熱水費等の徴収）

実施年度
2028

市関与の必要性

（民間ノウハウ活用の
可能性の有無）

地域・民間事業者等が主体で実施可能

ー

諸室の占有状況

（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設

-
再配置に向けた

事業概要

老朽化が進んでおり、安全面から建て替えが望ましいが、近接の第七小学校放
課後児童会の利用希望者数が大幅に増加していることを踏まえ、当面の間は放
課後児童会施設としても活用を図るため適切なメンテナンスのうえ長寿命化を図

る一方で、子育て支援拠点機能は、統合公立園や複合施設の新設を前提に移転
を進める。

－

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

他の施設でも実施は可能だが概ね学校区に代替施設が必要

子どもの遊び場や、授乳室などの確保と、利便性も考え、駐車スペースが必要である。

一部冷暖房設備の更新が必要。

月曜日～金曜日10時00分～15時00分（祝日およびお盆、年末年始を除く）

対象 子育て世帯

備考

現在実施
している

主な事業

内容 地域子育て支援拠点事業及び一時預かり事業を実施（子育てひろば　くみのき）

利用件数

（件）

目的
子育て中の親の子育てへの不安や負担を少しでも軽減できるよう環境を整備し、安心して

子育てができるように、地域での子育て支援をさらに充実させる

ソフト

〇現在、大阪いずみ市民生協が子育てひろば　くみのきの事業を行っている（R5
～R7）が、使用されていない部屋もある。

●立地的な問題もあり、施設前の旧高野街道については、道幅が狭いため、車で
の通所に関しては不便な面がある。
旧くみの木幼稚園で実施している業務のうち、今熊地区で実施するものと新こど
も園で実施するものの整理が必要

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等
児童福祉法
地域子育て支援拠点事業実施要綱

設置目的
大阪狭山市に居住する学齢前の幼児を保育し、適当な環境を与えてその心身の発達を助
長する。

敷地面積（㎡）

現状と

課題

ハード

〇市の中心から南部に位置
〇鉄筋コンクリート造
〇２０３８年（１４年後）に標準耐用年数
〇耐震性　有

●経年劣化による修繕箇所多数
●老朽化が著しいため長寿命化には適さない
●軒裏の爆裂、浮き、クラック

対策の優先度 Ⅳ

子育て支援施設 目標使用年数 当面維持
対策内容

当面継続
施設名称 旧くみの木幼稚園

21

年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 こども政策部こども家庭支援グループ 子育て支援拠点施設・放課後児童施設 （残年数）



（３）短期で当面維持を想定する施設

No 2019 286 長寿命化 機能

施設類型 2020 288 80年 建物

施設類型 2021 290 53

－ 建築年度 2016 構造 S 階数（地上） 2 2022 290

全体 405 築年数 7 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 287

当該 405 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 Ⅳ 2019 1,977

2020 2,002

2021 1,988

2022 2,037

2023 2,052

2019 165

2020 167

2021 168

2022 171

2023 174

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 再配置（見直し）
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容
維持（改
修・更新）

- -

（R10）

- - - -- -

占有している団体あり

社会福祉法人光久福祉会（放課後児童会の運営／施設全体／賃借料等の徴収なし、業務
委託料を支払い）

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

市と地域・民間事業者等が協働で実施可能

専用プレハブ建造物を建設した場合、民間との連携を可能とする本市の方針に基づき、既
に民間事業者等と連携している。

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

放課後児童会の利用希望者数は、年々上昇しており、今後も施設としてのニーズ
は高い水準で継続することが見込まれることから適切なメンテナンスを施したうえ
で、施設・機能は当面維持する。

東小学校の敷地内

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

当該施設でなければ実施不可

放課後児童健全育成事業実施のための専用プレハブ建造物

月～土に開設

対象 小学生（１～６年生）

備考

現在実施
している
主な事業

内容
小学生の放課後の生活を見守り・支援する。
【放課後児童健全育成事業】

利用件数
（件）

目的
保護者が労働などにより昼間家庭にいない小学生を対象に、遊びの場や生活の場を提供
し、放課後児童会活動を通して健全な育成を図るため。

ソフト

少子化により将来的な児童数の減少が見込まれるものの、共働き世帯の増加等
に伴い、放課後の子どもの居場所としてのニーズが高まっており、子育て支援の
一環として今後も継続する。
管理運営については、民間事業者の参入も進んでいることから、民間ノウハウ等
の活用手法について検討する。

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 児童福祉法第34条の8の2第1項

設置目的 放課後児童健全育成事業実施のため。

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

〇市の中心からやや北部に位置
〇軽量鉄骨造
〇２０５６年（３２年後）に標準耐用年数
〇耐震性　有

対策の優先度 Ⅳ

子育て支援施設 目標使用年数 検討
対策内容

継続
施設名称 東放課後児童会

22

年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 こども政策部こども育成グループ 子育て支援拠点施設・放課後児童施設 （残年数）



（３）短期で当面維持を想定する施設

No 2019 286 － 機能

施設類型 2020 288 － 建物

施設類型 2021 290 35

－ 建築年度 2018 構造 LS 階数（地上） 2 2022 290

全体 462 築年数 5 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 287

当該 462 耐用年数 40 改修・更新 － 保全優先度 Ⅳ 2019 1,421

2020 1,599

2021 1,512

2022 1,738

2023 1,755

2019 118

2020 132

2021 129

2022 146

2023 149

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 再配置（見直し）
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容
維持（改
修・更新）

- -

（R10）

- - - -- -

占有している団体あり

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社（放課後児童会の運営／施設全体／賃借料
等の徴収なし、業務委託料を支払い）

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

市と地域・民間事業者等が協働で実施可能

専用プレハブ建造物を建設した場合、民間との連携を可能とする本市の方針に基づき、既
に民間事業者等と連携している。

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

放課後児童会の利用希望者数は、年々上昇しており、今後も施設としてのニーズ
は高い水準で継続することが見込まれることから適切なメンテナンスを施したうえ
で、施設・機能は当面維持する。

北小学校の敷地内

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

当該施設でなければ実施不可

放課後児童健全育成事業実施のための専用プレハブ建造物

月～土に開設

対象 小学生（１～６年生）

備考

現在実施
している
主な事業

内容
小学生の放課後の生活を見守り・支援する。
【放課後児童健全育成事業】

利用件数
（件）

目的
保護者が労働などにより昼間家庭にいない小学生を対象に、遊びの場や生活の場を提供
し、放課後児童会活動を通して健全な育成を図るため。

ソフト

少子化により将来的な児童数の減少が見込まれるものの、共働き世帯の増加等
に伴い、放課後の子どもの居場所としてのニーズが高まっており、子育て支援の
一環として今後も継続する。
管理運営については、民間事業者の参入も進んでいることから、民間ノウハウ等
の活用手法について検討する。

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 児童福祉法第34条の8の2第1項

設置目的 放課後児童健全育成事業実施のため。

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

〇市の中心から北部に位置
〇軽量鉄骨造
〇２０５６年（３２年後）に標準耐用年数
〇耐震性　有

対策の優先度 Ⅳ

子育て支援施設 目標使用年数 検討
対策内容

継続
施設名称 北放課後児童会

23

年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 こども政策部こども育成グループ 子育て支援拠点施設・放課後児童施設 （残年数）



（３）短期で当面維持を想定する施設

No 2019 286 － 機能

施設類型 2020 288 － 建物

施設類型 2021 290 54

－ 建築年度 2017 構造 S 階数（地上） 2 2022 290

全体 476 築年数 6 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 287

当該 476 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 Ⅳ 2019 1,507

2020 1,553

2021 1,636

2022 1,670

2023 1,792

2019 125

2020 129

2021 138

2022 142

2023 151

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 再配置（見直し）
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容
維持（改
修・更新）

- -

（R10）

- - - -- -

占有している団体はない

－

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

市と地域・民間事業者等が協働で実施可能

専用プレハブ建造物を建設した場合、民間との連携を可能とする本市の方針に基づき、将
来的には民間事業者等と連携可能性を有する。

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

放課後児童会の利用希望者数は、年々上昇しており、今後も施設としてのニーズ
は高い水準で継続することが見込まれることから適切なメンテナンスを施したうえ
で、施設・機能は当面維持する。

第七小学校の敷地内

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

当該施設でなければ実施不可

放課後児童健全育成事業実施のための専用プレハブ建造物

月～土に開設

対象 小学生（１～６年生）

備考

現在実施
している
主な事業

内容
小学生の放課後の生活を見守り・支援する。
【放課後児童健全育成事業】

利用件数
（件）

目的
保護者が労働などにより昼間家庭にいない小学生を対象に、遊びの場や生活の場を提供
し、放課後児童会活動を通して健全な育成を図るため。

ソフト

少子化により将来的な児童数の減少が見込まれるものの、共働き世帯の増加等
に伴い、放課後の子どもの居場所としてのニーズが高まっており、子育て支援の
一環として今後も継続する。
管理運営については、民間事業者の参入も進んでいることから、民間ノウハウ等
の活用手法について検討する。

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 児童福祉法第34条の8の2第1項

設置目的 放課後児童健全育成事業実施のため。

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

〇市の中心から南東部に位置
〇軽量鉄骨造
〇（施設名）２０５７年（３３年後）、（施設名）２０〇〇年（〇〇年後）、（施設名）２０
〇〇年（〇〇年後）に標準耐用年数
〇各施設　耐震性　有

●（施設名）については、経年劣化により修繕箇所多数
●軽量鉄骨造のため、長寿命化には適さない

対策の優先度 Ⅳ

子育て支援施設 目標使用年数 検討
対策内容

継続
施設名称 第七放課後児童会

24

年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 こども政策部こども育成グループ 子育て支援拠点施設・放課後児童施設 （残年数）



（３）短期で当面維持を想定する施設

No 2019 1階　244日/
2階　345日 長寿命化 機能

施設類型 2020 1階　203日/
2階　286日 80年 建物

施設類型 2021 1階　205日/
2階　344日 55

－ 建築年度 2018 構造 RC 階数（地上） 2 2022 1階　248日/
2階　344日

全体 1,888 築年数 5 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 1階　255日/
2階　344日

当該 1,888 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 Ⅳ 2019 1階　16,164人/
2階　14,539人

2020 1階　 9,929人/
2階　14,376人

2021 1階　10,568人/
2階　10,217人

2022 1階　11,414人/
2階　17,676人

2023 1階　 11,329人/
2階　17,823人

2019 1階 　 7,399件/
2階　14,539件

2020 1階　  4,620件/
2階　14,376件

2021 1階　4,857人/
2階　10,217人

2022 1階　5,103人/
2階　17,676人

2023 1階　 5,314人/
2階　17,823人

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 維持（改修・更新）
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容 - - -

（R10）

- - - -- -

占有している団体はない

－

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

市と地域・民間事業者等が協働で実施可能

市民協働事業として、ワークショップや講演会、講座を開催。また、ＵＰっぷの自主事業として、

様々な市民の方を講師として依頼し、講座を開催。そのため個人情報の取り扱いには十分に
留意し、関連する市民の方との連携をしっかりととるようにする。

諸室の占有状況

（特定団体の占有等）

複合化等

検討対象

施設

0
再配置に向けた

事業概要
施設・機能とも維持

狭山中学校と隣接

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

当該施設でなければ実施不可

本市の子育て支援の拠点として、まだ3年ではあるが、市民に認知されてきている。循環バス

や、駅にも近く利便性がある。
世代間交流のできる施設として、市民のニーズがあると考える。

1階：午前9時から午後5時30分まで（土曜、日曜、祝日及び12月29日から翌年1月3日を
除く）
2階：午前9時から午後9時まで（休日及び12月29日から翌年1月3日を除く）

対象
1階：乳幼児とその保護者

２階：児童、児童の保護者、児童又は児童の保護者との交流を図る目的をもってセンター利
用する者

備考

現在実施

している
主な事業

内容

１階：未就学の子どもと保護者に土日祝日を除く毎日プレイルーム、子育てひろばで気軽に
集う場を提供し、相談にも乗る。（子育て支援事業）（利用者支援事業）
２階：自習室、多目的室ロビーにおいて地域の幅広い市民に利用していただき、交流を持つ。

まちライブラリーも設置。（世代間交流事業） 利用件数
（件）

目的
地域における子育て支援を総合的に推進するとともに、子どもや子育て家庭が世代を超えて

市民と交流できる環境を提供する

ソフト 今後も継続し、適正に維持管理します。

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 大阪狭山市立子育て支援・世代間交流センター条例

設置目的
子育て支援・世代間交流の拠点施設として子育て家庭が気軽に集うことのできる施設、ま
た、地域の幅広い市民の利用ができる機能を併せ持つ施設。夏季に使用するデッキの日よけ

のターフや、テントなどを保管しておく倉庫。園庭の砂場の日よけ。

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

〇市の中心に位置
〇鉄筋コンクリート造

〇２０７８年（５４年後）に標準耐用年数
〇耐震性　有

対策の優先度 Ⅳ

子育て支援施設 目標使用年数 維持
対策内容

継続
施設名称 子育て支援・世代間交流センター（ＵＰっぷ）

25

年間開館
日数（日）

再配置

方針

長寿命化判定

所管課 こども政策部こども家庭支援グループ 子育て支援拠点施設・放課後児童施設 （残年数）



（３）短期で当面維持を想定する施設

No 2019 240 － 機能

施設類型 2020 240 － 建物

施設類型 2021 － 46

－ 建築年度 2009 構造 S 階数（地上） 2 2022 －

全体 145 築年数 14 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 240

当該 145 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 Ⅳ 2019 -

2020 -

2021 －

2022 －

2023 -

2019 1,338

2020 1,201

2021 －

2022 －

2023 -

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 再配置（見直し）
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容
維持（改
修・更新）

- -

（R10）

- - - -- -

占有している団体はない

－

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

市と地域・民間事業者等が協働で実施可能

公益社団法人大阪狭山市シルバー人材センターが運営を行っている。

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

施設・機能とも再配置を検討

図書館・公民館（南側）
と隣接

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

当該施設でなければ実施不可

作業車、作業用品が収納できるスペース

平日午前９時から午後５時３０分まで

対象 本市に住所を有する60歳以上の者

備考

現在実施
している
主な事業

内容 高年齢者の雇用機会の確保

利用件数
（件）

目的 高年齢者の福祉の増進

ソフト

管理面については、公益社団法人による管理を実施していますが、施設所有の方
法など、運営方法の検討が必要となっている。
周辺の図書館や公民館、保健センター、老人福祉センターなど公共施設の再配
置についての検討に合わせて、シルバー人材センターの施設や機能の再配置を
検討する。

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

設置目的
定年退職者その他の高年齢退職者の希望に応じた就業で、臨時的かつ短期的なもの又は
その他の軽易な業務に係るものの機会を確保し、及びこれらの者に対して組織的に提供す
ることにより、その就業を援助して、これらの者の能力の積極的な活用を図ることができるよ

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

〇市の中心部（西側）に位置
〇軽量鉄骨造
〇（施設名）２０４９年（２５年後）、（施設名）２０〇〇年（〇〇年後）に標準耐用年
数
〇各施設　耐震性　有

●（施設名）については、経年劣化により修繕箇所多数
●軽量鉄骨造のため、長寿命化には適さない

対策の優先度 Ⅳ

保健福祉施設 目標使用年数 維持
対策内容

継続
施設名称 シルバー人材センター

26

年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 健康福祉部高齢者福祉グループ その他高齢施設 （残年数）



（３）短期で当面維持を想定する施設

No 2019 244 長寿命化 機能

施設類型 2020 242 80年 建物

施設類型 2021 － 29

－ 建築年度 1973 構造 RC 階数（地上） 4 2022 －

全体 7,288 築年数 51 耐震性 有 階数（地下） 1 2023 0

当該 7,288 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 Ⅰ 2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 0

2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 0

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 －
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容 - - -

（R10）

- - - -- -

占有している団体あり

域水道企業団、りそな銀行（上水道サービス全般・窓口・ＡＴＭ／120㎡、12㎡／いずれも
賃料徴収あり）

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

今後も、市が主体的に行う必要あり

ー

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
-

再配置に向けた
事業概要

市役所は2015年に耐震補強及び大規模改修を実施しています。コンクリートな
どの躯体品質は保たれていることから、現有する機能を維持した上で、計画的に
改修を行い、適正な維持管理に努め、敷地内の老朽化した建築物は、定期点検
等に基づき改修・建替え等を検討します。
当面10年間は、2015年の工事の際に実施しなかった箇所（執務室内の空調機
など９を計画的に改修していきますが、長期的な視点で、他の公共施設等の建替
えや大規模な改修等を実施する際は、市民ニーズを把握した上で、市役所の複
合化を含めた検討を行います。

－

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

他の施設でも実施は可能

庁舎内の全機能（市長公室・執務室・議場・会議室・駐車場等）、全設備

－

対象 全市民

備考

現在実施
している
主な事業

内容
 全市民に対する各種の行政サービスの提供拠点、災害発 生時における総合的な災害対応
の推進拠点として設置している。

利用件数
（件）

目的 行政事務・行政サービスの提供拠点

ソフト

〇各種行政サービスの拠点
〇開館時間９時から１７時３０分
〇災害時の防災拠点

●施設管理に係る業務委託が多岐に渡る
●他の施設との連携強化などの手法検討
●各種サービスのＩＣＴ化など手法検討

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 地方自治法

設置目的
行政事務を執行するための事務所であるとともに、 全市民に対する各種の行政サービスの
提供拠点、災害発 生時における総合的な災害対応の推進拠点として設置している。

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

〇市の中心部（東側）に位置

〇鉄筋コンクリート造
〇2033年に標準耐用年数
〇耐震性　有
〇2015年に大規模改修(耐震補強工事及び共用部)、2022年に照明器具のＬ
ＥＤ化
〇駐車場が一部借地

●設備機器の劣化（空調、消火設備など）
●敷地内建築物の老朽化（車庫、倉庫、組合事務所など）
●庁舎執務室内の老朽化
●執務室や会議室などの不足

対策の優先度 Ⅰ

行政系施設 目標使用年数 維持
対策内容

継続
施設名称 市役所

27

年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 総務部資産活用・契約グループ 庁舎 （残年数）



（３）短期で当面維持を想定する施設

No 2019 － 検討 機能

施設類型 2020 － － 建物

施設類型 2021 － 10

－ 建築年度 1973 構造 RC 階数（地上） 4 2022 －

全体 1,031 築年数 50 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 0

当該 1,031 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 Ⅰ 2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 0

2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 0

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 検討　堺市消防局と協議
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容
維持（改
修・更新）

- -

（R10）

- - - -- -

占有している団体あり

堺市消防局

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

今後も、市が主体的に行う必要あり

大阪狭山市と堺市との間における消防事務の委託に関する規約により、堺市消防局に無償
貸与している。

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

検討　堺市消防局と協議

市役所と同敷地

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

当該施設でなければ実施不可

災害発生時に災害活動拠点としての機能を有し、有事即応体制がとれる施設は他にない。

２４時間３６５日

対象 堺市大阪狭山消防署員

備考

現在実施
している
主な事業

内容
消防業務
（常備消防事業：火災の予防、火災の消火や人命救助、救急業務などの消防活動）

利用件数
（件）

目的
国民の生命、身体及び財産を火災から保護し、水火災又は地震等の災害の防除・被害の軽
減のほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うため。

ソフト
〇火災、救急、救助等の災害時の活動拠点。
〇堺市消防局職員が２４時間交代制で勤務。

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 消防組織法

設置目的 消防業務を遂行するための施設

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

〇市の中心部（東側）に位置
〇市役所本庁舎と同一敷地
〇鉄筋コンクリート造
〇２０３３年に標準耐用年数
〇耐震性　有
〇２００７年に耐震補強工事、２０２１年に広域化に伴う改修工事

●経年劣化による修繕箇所の増加

対策の優先度 Ⅰ

行政系施設 目標使用年数 維持
対策内容

継続
施設名称 消防署

28

年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 危機管理室 消防施設 （残年数）



（３）短期で当面維持を想定する施設

No 2019 － 検討 機能

施設類型 2020 － － 建物

施設類型 2021 － 29

－ 建築年度 1992 構造 RC 階数（地上） 4 2022 －

全体 1,226 築年数 31 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 0

当該 1,226 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 Ⅲ 2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 0

2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 0

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 検討　堺市消防局と協議
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容
維持（改
修・更新）

- -

（R10）

- - - -- -

占有している団体あり

堺市消防局

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

今後も、市が主体的に行う必要あり

大阪狭山市と堺市との間における消防事務の委託に関する規約により、堺市消防局に無償
貸与している。

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

検討　堺市消防局と協議

コミュニティセンターと隣
接

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

当該施設でなければ実施不可

災害発生時に災害活動拠点としての機能を有し、有事即応体制がとれる施設は他にない。

２４時間３６５日

対象 堺市大阪狭山消防署員

備考

現在実施
している
主な事業

内容
消防業務
（常備消防事業：火災の予防、火災の消火や人命救助、救急業務などの消防活動）

利用件数
（件）

目的
国民の生命、身体及び財産を火災から保護し、水火災又は地震等の災害の防除・被害の軽
減のほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うため。

ソフト
〇火災、救急、救助等の災害時の活動拠点。
〇堺市消防局職員が２４時間交代制で勤務。

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 消防組織法

設置目的
消防業務を遂行するための施設
各種消防訓練実施のための施設

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

〇狭山ニュータウン地区の中心部に位置
〇鉄筋コンクリート造
〇２０５２年（２８年後）に標準耐用年数
〇耐震性　有
〇２０２１年に広域化に伴う改修工事

●経年劣化による修繕箇所の増加
●屋根、外壁、内装、昇降機など設備機器を含めた大規模改修が必要な時期

対策の優先度 Ⅲ

行政系施設 目標使用年数  
対策内容

継続
施設名称 消防署ニュータウン出張所

29

年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 危機管理室 消防施設 （残年数）



（３）短期で当面維持を想定する施設

No 2019 － 長寿命化 機能

施設類型 2020 － 80年 建物

施設類型 2021 － 41

－ 建築年度 2004 構造 RC 階数（地上） 1 2022 －

全体 190 築年数 19 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 －

当該 190 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 Ⅲ 2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 －

2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 －

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 維持（改修・更新）
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容 - - -

（R10）

- - - -- -

占有している団体はない

－

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

今後も、市が主体的に行う必要あり

－

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

施設・機能とも維持

－

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

当該施設でなければ実施不可

保管、備蓄スペースの確保

月４回程度

対象 市職員

備考

現在実施
している
主な事業

内容 災害用備蓄物資管理

利用件数
（件）

目的 災害等対応

ソフト

〇災害備蓄物資を管理している。
〇大阪狭山市地域防災計画では、防災拠点（物資備蓄拠点）に位置付けられて
いる。

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 －

設置目的 防災資機材、備蓄食糧の保管

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

〇市の中心部（東側）に位置
〇鉄筋コンクリート造
〇２０６４年に標準耐用年数
〇耐震性　有

●経年劣化による修繕箇所多数

対策の優先度 Ⅲ

行政系施設 目標使用年数 維持
対策内容

継続
施設名称 さやか公園防災備蓄倉庫
（トイレ併設複合施設）

30

年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 危機管理室 公園施設 （残年数）



（３）短期で当面維持を想定する施設

No 2019 － 長寿命化 機能

施設類型 2020 － 80年 建物

施設類型 2021 － 54

－ 建築年度 2017 構造 RC 階数（地上） 1 2022 －

全体 195 築年数 6 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 －

当該 195 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 Ⅲ 2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 －

2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 －

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 維持（改修・更新）
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容 - - -

（R10）

- - - -- -

占有している団体はない

－

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

今後も、市が主体的に行う必要あり

－

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

施設・機能とも維持

－

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

当該施設でなければ実施不可

保管、備蓄スペースの確保

月４回程度

対象 市職員

備考

現在実施
している
主な事業

内容 災害用備蓄物資管理

利用件数
（件）

目的 災害等対応

ソフト

〇災害備蓄物資を管理している。
〇大阪狭山市地域防災計画では、防災拠点（物資備蓄拠点）に位置付けられて
いる。

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 －

設置目的 防災資機材、備蓄食糧の保管

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

〇市の南部に位置
〇鉄筋コンクリート造
〇２０７７年に標準耐用年数
〇耐震性　有

対策の優先度 Ⅲ

行政系施設 目標使用年数 維持
対策内容

継続
施設名称 東大池公園防災備蓄倉庫

31

年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 危機管理室 公園施設 （残年数）



（３）短期で当面維持を想定する施設

No 2019 364 長寿命化 機能

施設類型 2020 364 80年 建物

施設類型 2021 364 57

－ 建築年度 2020 構造 RC 階数（地上） 2 2022 364

全体 754 築年数 3 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 364

当該 754 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 Ⅳ 2019 不詳

2020 不詳

2021 不詳

2022 不詳

2023 不詳

2019 706

2020 754

2021 931

2022 1,008

2023 1,012

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 維持（改修・更新）
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）

－

- - - - -

短期

対策費用

（千円）
- - - - -

-対策内容 - - -

（R10）

- - - -- -

占有している団体はない

－

実施年度
2028

市関与の必要性

（民間ノウハウ活用の
可能性の有無）

市と地域・民間事業者等が協働で実施可能。
今後も、市が主体的に行う必要あり

火葬場という特殊な施設であるため、現行通り業務委託にて運営を行う。

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設

0
再配置に向けた

事業概要
施設・機能とも維持

－

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

当該施設でなければ実施不可

都道府県知事の許可。火葬設備。

年間1012件（R5年度）

対象 死体・身体の一部の火葬等

備考

現在実施
している
主な事業

内容 火葬・焼却

利用件数
（件）

目的 環境衛生の保持

ソフト
今後も適正な維持管理を実施し、施設については長寿命化を図り、機能について
も維持する。

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 大阪狭山市立斎場条例

設置目的 死体の火葬や身体の一部等の焼却を行い、環境衛生の保持に資するため

敷地面積（㎡）

現状と

課題

ハード

〇市の北部に位置
〇鉄筋コンクリート造
〇２０８０年に標準耐用年数
〇耐震性　有
〇２０２０年に一部改修、建替え

対策の優先度 Ⅳ

その他施設 目標使用年数 維持
対策内容

継続
施設名称 斎場
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年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 市民生活部生活環境グループ その他施設 （残年数）



（３）短期で当面維持を想定する施設

No 2019 － － 機能

施設類型 202012　　　　(365日） － 建物

施設類型 202112　　　　(365日） －

－ 建築年度 不明 構造 LS 階数（地上） 1 202212　　　　(365日）

全体 68 築年数 - 耐震性 有 階数（地下） 0 202312　　　　(365日）

当該 68 耐用年数 40 改修・更新 － 保全優先度 Ⅳ 2019 -

2020 -

2021 -

2022 －

2023 -

2019 12

2020 12

2021 12

2022 12

202312　　　　(365日）

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 再配置（見直し）
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容
維持（改
修・更新）

- -

（R10）

- - - -- -

占有している団体はない

－

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

今後も、市が主体的に行う必要あり

牛乳パック回収協力会という市民ボランティア団体が整理作業を実施しているため、配慮が
必要。

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

当面施設・機能とも維持　（中長期）再配置を検討

－

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

他の施設でも実施は可能

整理作業は月に1回だが、回収した牛乳パックの保管は常時必要

整理作業は月に１回

対象 整理作業実施はボランティア団体

備考

現在実施
している
主な事業

内容
整理作業
（牛乳パック整理作業）

利用件数
（件）

目的 回収した牛乳パックの一時保管と整理作業のため

ソフト
事業継続の必要性について検討したうえで、機能を維持する場合には、他の施設
の空きスペース等への移転について検討する。

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 －

設置目的
元々は旧市立西幼稚園の建物。市域内の拠点で回収した牛乳パックを一時保管し、整理作
業を行う作業場に使用している。

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

〇市の中心（南西部）に位置
〇軽量鉄骨造
〇建築年不明
〇耐震性不明

●経年劣化による修繕箇所多数

対策の優先度 Ⅳ

その他施設 目標使用年数 当面維持
対策内容

当面継続
施設名称 牛乳パック整理作業所

33

年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 市民生活部生活環境グループ その他施設 （残年数）



（３）短期で当面維持を想定する施設

No 2019 － － 機能

施設類型 2020 － － 建物

施設類型 2021 － 31

－ 建築年度 1994 構造 W 階数（地上） 1 2022 －

全体 102 築年数 29 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 -

当該 102 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 Ⅳ 2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 -

2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 0

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 再配置（見直し）
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容
維持（改
修・更新）

- -

（R10）

- - - -- -

占有している団体はある

市体育協会加盟の少年柔道クラブが占用している

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

－

－

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

維持の必要性はない

－

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

他の施設での実施は可能

代替可能な施設があり、他施設での実施可能

－

対象 －

備考

現在実施
している
主な事業

内容 －

利用件数
（件）

目的 －

ソフト
倉庫としての機能については、他の施設の空きスペース等への集約化を検討す
る。

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 －

設置目的 －

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

〇市の中心（南西部）に位置
〇木造
〇建築年不明
〇耐震性不明

●経年劣化による修繕箇所多数

対策の優先度 Ⅳ

その他施設 目標使用年数 当面維持
対策内容

当面継続
施設名称 社会教育グループ倉庫

34

年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 教育部生涯学習グループ その他施設 （残年数）



（３）短期で当面維持を想定する施設

No 2019 － 長寿命化 機能

施設類型 2020 － 80年 建物

施設類型 2021 － 15

－ 建築年度 1978 構造 RC 階数（地上） 2 2022 －

全体 606 築年数 45 耐震性 有 階数（地下） 1 2023 －

当該 606 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 － 2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 －

2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 －

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 維持（改修・更新）
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容 - - -

（R10）

- - - -- -

－

－

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

－

－

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

施設・機能とも維持

－

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

－

－

－

対象 －

備考

現在実施
している
主な事業

内容 －

利用件数
（件）

目的 －

ソフト －

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 下水道法に基づく事業計画

設置目的 汚水排水のためのポンプ施設を設置するため

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

〇市の北部に位置
〇鉄筋コンクリート造
〇２０３７年（１３年後）に標準耐用年数
〇耐震性　有

●経年劣化による修繕箇所多数

対策の優先度 －

その他施設 目標使用年数 維持
対策内容

継続
施設名称 東野中継ポンプ場
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年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 水政策部経営総務グループ 下水道施設 （残年数）



（３）短期で当面維持を想定する施設

No 2019 － 長寿命化 機能

施設類型 2020 － 80年 建物

施設類型 2021 － 7

－ 建築年度 1970 構造 RC 階数（地上） 1 2022 －

全体 66 築年数 53 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 －

当該 66 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 － 2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 －

2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 －

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 維持（改修・更新）
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容 - - -

（R10）

- - - -- -

－

－

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

－

－

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

施設・機能とも維持

－

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

－

－

－

対象 －

備考

現在実施
している
主な事業

内容 －

利用件数
（件）

目的 －

ソフト －

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 下水道法に基づく事業計画

設置目的 汚水排水のためのポンプ施設を設置するため

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

〇市の南東部に位置
〇鉄筋コンクリート造
〇２０３８年（１４年後）に標準耐用年数
〇耐震性　有

●経年劣化による修繕箇所多数

対策の優先度 －

その他施設 目標使用年数 維持
対策内容

継続
施設名称 東茱萸木汚水中継ポンプ場
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年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 水政策部経営総務グループ 下水道施設 （残年数）



（４）短期で引き続き方向性について検討する施設

No 2019 273
大阪府と協

議による
機能

施設類型 2020 257 － 建物

施設類型 2021 251 38

－ 建築年度 2001 構造 RC 階数（地上） 3 2022 300

全体 (111) 築年数 22 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 300

当該 (111) 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 － 2019 96,566

2020 80,557

2021 72,944

2022 86,448

2023 91,447

2019 96,566

2020 80,557

2021 72,944

2022 86,448

2023 91,447

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 －
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容 検討 - -

（R10）

- - - -- -

－

－

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

地域・民間事業者等が主体で実施可能

多くの市民から寄贈・寄託された郷土資料館所蔵資料（市史編さん所収蔵庫で保管中）の
保存・管理・調査・整理と展示・公開などの活用には、歴史資料を扱う専門的なノウハウが必
要であると考える。

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

大阪府との協議による

府施設の一部

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

他の施設でも実施は可能

本庁舎、市史編さん所、埋蔵文化財資料整理室との連携が容易な設置場所が望ましい。

年間300日程度

対象 府民（市民）等

備考

現在実施
している
主な事業

内容
歴史的価値の高い財産を調査研究するとともに展示公開を行う（狭山池博物館・郷土資料
館共同運営事業）

利用件数
（件）

目的
当市の郷土と狭山池の歴史・文化に関し、相互に保有する資産を融合、統一的に展示するこ
とにより、府民（市民）の文化的向上に資する

ソフト
市民に歴史資料等に触れる機会を提供し、利用者の増加をめざす視点から、管
理運営のあり方については、大阪府と協議を行い、検討する。

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等
大阪府立狭山池博物館条例、同施行規則、大阪狭山市立郷土資料館条例、同施行規則、
大阪府立狭山池博物館と大阪狭山市立郷土資料館の共同運営に関する基本協定書

設置目的

狭山池の治水及びかんがいに関する資料等を収集、保管、展示して府民の利用に供し、土
木事業の歴史的役割に関する府民の理解を深めるとともに、府民の文化的向上に貢献する
ため
郷土の歴史、考古、民俗等に関する資料を収集、保管、展示して市民の利用に供し、あわせて
調査、研究等を行い、市民の文化的向上に貢献するため
大阪府と大阪狭山市が共同して、地域との協働を図りながら、府立博物館と市立資料館の
管理運営を行うことにより、一層効果的かつ効率的な両館の活用を図るため

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード
大阪府立狭山池博物館との複合施設（府施設の一部）である。
平成１３年（2001年）に大阪府により建てられ、建築後２２年と比較的新しい施設
であり、今後も継続する。

対策の優先度 －

社会教育系施設 目標使用年数 府と協議
対策内容

府と協議
施設名称 郷土資料館
（狭山池博物館）
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年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 教育部生涯学習グループ 博物館等 （残年数）



（４）短期で引き続き方向性について検討する施設

No 2019 － － 機能

施設類型 2020 299 － 建物

施設類型 2021 302 31

－ 建築年度 1994 構造 S 階数（地上） 1 2022 357

全体 57 築年数 29 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 359

当該 57 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 Ⅳ 2019 8,005

2020 8,025

2021 8,161

2022 8,742

2023 8,082

2019 2,031

2020 1,674

2021 1,695

2022 1,814

2023 1,747

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 －
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容 検討 - -

（R10）

- - - -- -

占有している団体はない

－

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

今後も、市が主体的に行う必要あり

サウンディング等の結果により、民間委託の可能性を検討する。

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

当面は施設・機能とも維持

－

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

他の施設での実施は可能

代替可能な施設があり、他施設での実施可能

5月～8月　午前8時～午後7時
9月～4月　午前9時～午後5時
12月29日～翌1月4日を除く

対象 主に市民（市外利用も可）

備考

現在実施
している
主な事業

内容
施設の使用許可に関する業務
施設使用料の徴収に関する業務

利用件数
（件）

目的 スポーツ及びレクリエーションの普及振興を図る

ソフト

〇主に貸館施設
〇開場時間：テニス８時～１９時（５月～８月）
　　　　　　　　　　　　９時～１７時（９月～４月）

●他のテニスコートに比べ利用頻度が低い

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 －

設置目的 －

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

〇市の北部に位置
〇鉄骨造
〇２０〇〇年（〇〇年後）に標準耐用年数
〇耐震性　有

●経年劣化による修繕箇所多数

対策の優先度 Ⅳ

スポーツ・レク施設 目標使用年数 当面維持
対策内容

当面維持
施設名称 市民ふれあいの里
スポーツ広場
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年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 教育部生涯学習グループ スポーツ施設 （残年数）



（４）短期で引き続き方向性について検討する施設

No 2019 － － 機能

施設類型 2020 299 － 建物

施設類型 2021 302 31

－ 建築年度 1994 構造 S 階数（地上） 2 2022 357

全体 1,270 築年数 29 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 359

当該 1,270 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 Ⅲ 2019 19,914

2020 15,244

2021 15,045

2022 19,436

2023 20,567

2019 1,541

2020 1,158

2021 1,166

2022 1,488

2023 1,593

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 －
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容 検討 - -

（R10）

- - - -- -

占有している団体はない

－

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

市と地域・民間事業者等が協働で実施可能

現在指定管理者制度による運営を実施している。

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

当面は施設・機能とも維持

－

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

他の施設での実施は可能

代替可能な施設があり、他施設での実施可能

午前9時～午後9時（12月29日～翌1月4日を除く）

対象 主に市民（市外利用も可）

備考

現在実施
している
主な事業

内容
施設の使用許可に関する業務
施設使用料の徴収に関する業務

利用件数
（件）

目的 スポーツ及びレクリエーションの普及振興を図る

ソフト

〇主に貸館施設
〇開館時間：９時～２１時

●平日、土日共に稼働率が他施設に比べ低い

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 －

設置目的 －

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

〇市の北部に位置
〇鉄骨造
〇２０５４年（３０年後）に標準耐用年数
〇耐震性　有

●経年劣化による修繕箇所多数

対策の優先度 Ⅲ

スポーツ・レク施設 目標使用年数 当面維持
対策内容

当面維持
施設名称 ふれあいスポーツ広場
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年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 教育部生涯学習グループ スポーツ施設 （残年数）



（４）短期で引き続き方向性について検討する施設

No 2019 27 検討 機能

施設類型 2020 － － 建物

施設類型 2021 － 31

－ 建築年度 1994 構造 RC 階数（地上） 2 2022 －

全体 143 築年数 29 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 -

当該 143 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 － 2019 964

2020 －

2021 －

2022 －

2023 -

2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 -

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 －
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容 検討 - -

（R10）

- - - -- -

占有している団体はない

－

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

市と地域・民間事業者等が協働で実施可能

－

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

（学校園の適正規模・適正配置に関する基本方針に基づき検討）

西小学校の一部

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

他の施設での実施は可能

代替可能な施設があり、他施設での実施可能

－

対象 －

備考

現在実施
している
主な事業

内容 －

利用件数
（件）

目的 －

ソフト
現在、学校園の適正な規模や配置に関する検討が進められていることも踏まえ、
市民プールとしての開放のあり方や必要性について検討する。

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 －

設置目的 －

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

〇市の中心（南西部）に位置
〇鉄骨造
〇２０５４年（３０年後）に標準耐用年数
〇耐震性　有

●経年劣化による修繕箇所多数
●鉄骨の錆び、腐食、断面欠損が発生しており、長寿命化には適さない

対策の優先度 －

スポーツ・レク施設 目標使用年数 0
対策内容

0
施設名称 西プール（西小学校）

40

年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 教育部生涯学習グループ スポーツ施設 （残年数）



（４）短期で引き続き方向性について検討する施設

No 2019 27 検討 機能

施設類型 2020 － － 建物

施設類型 2021 － 11

－ 建築年度 1974 構造 RC 階数（地上） 1 2022 －

全体 (81) 築年数 49 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 -

当該 (81) 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 － 2019 1,741

2020 －

2021 －

2022 －

2023 -

2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 -

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 －
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容 検討 - -

（R10）

- - - -- -

占有している団体はない

－

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

市と地域・民間事業者等が協働で実施可能

－

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

（学校園の適正規模・適正配置に関する基本方針に基づき検討）

東小学校の一部

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

他の施設での実施は可能

代替可能な施設があり、他施設での実施可能

－

対象 －

備考

現在実施
している
主な事業

内容 －

利用件数
（件）

目的 －

ソフト
現在、学校園の適正な規模や配置に関する検討が進められていることも踏まえ、
市民プールとしての開放のあり方や必要性について検討する。

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 －

設置目的 －

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

〇市の中心（北東部）に位置
〇鉄筋コンクリート造
〇２０３４年（１０年後）に標準耐用年数
〇耐震性　有

●経年劣化による修繕箇所多数

対策の優先度 －

スポーツ・レク施設 目標使用年数 0
対策内容

0
施設名称 東プール（東小学校）
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年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 教育部生涯学習グループ スポーツ施設 （残年数）



（４）短期で引き続き方向性について検討する施設

No 2019 － 検討 機能

施設類型 2020 － － 建物

施設類型 2021 － 27

－ 建築年度 1990 構造 RC 階数（地上） 1 2022 27

全体 (116) 築年数 33 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 28

当該 (116) 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 － 2019 －

2020 －

2021 －

2022 1,013

2023 1,364

2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 -

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 －
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容 検討 - -

（R10）

- - - -- -

占有している団体はない

－

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

市と地域・民間事業者等が協働で実施可能

無料開放期間の清掃、監視等の業務は民間に委託している

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

（学校園の適正規模・適正配置に関する基本方針に基づき検討）

第七小学校の一部

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

他の施設での実施は可能

代替可能な施設があり、他施設での実施可能

7月29日～8月25日

対象 市民

備考

現在実施
している
主な事業

内容 夏の無料一般開放

利用件数
（件）

目的 市民の健康増進と体位の向上

ソフト
現在、学校園の適正な規模や配置に関する検討が進められていることも踏まえ、
市民プールとしての開放のあり方や必要性について検討する。

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 －

設置目的 －

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

〇市の南東部に位置
〇鉄筋コンクリート造
〇２０５０年（２６年後）に標準耐用年数
〇耐震性　有
〇２０〇〇年に大規模改修

●経年劣化による修繕箇所多数

対策の優先度 －

スポーツ・レク施設 目標使用年数 0
対策内容

0
施設名称 第七プール（第七小学校）
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年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 教育部生涯学習グループ スポーツ施設 （残年数）



（４）短期で引き続き方向性について検討する施設

No 2019 － 検討 機能

施設類型 2020 － － 建物

施設類型 2021 － 10

－ 建築年度 1973 構造 RC 階数（地上） 1 2022 －

全体 (87) 築年数 50 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 -

当該 (87) 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 － 2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 -

2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 -

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 －
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容 検討 - -

（R10）

- - - -- -

占有している団体はない

－

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

市と地域・民間事業者等が協働で実施可能

ー

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

（学校園の適正規模・適正配置に関する基本方針に基づき検討）

南中学校の一部

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

他の施設での実施は可能

代替可能な施設があり、他施設での実施可能

－

対象 －

備考

現在実施
している
主な事業

内容 －

利用件数
（件）

目的 －

ソフト
現在、学校園の適正な規模や配置に関する検討が進められていることも踏まえ、
市民プールとしての開放のあり方や必要性について検討する。

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 －

設置目的 －

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

〇市の南部に位置
〇鉄筋コンクリート造
〇２０３３年（９年後）に標準耐用年数
〇耐震性　有

●経年劣化による修繕箇所多数

対策の優先度 －

スポーツ・レク施設 目標使用年数 0
対策内容

0
施設名称 南プール（南中学校）
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年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 教育部生涯学習グループ スポーツ施設 （残年数）



（４）短期で引き続き方向性について検討する施設

No 2019 357 検討 機能

施設類型 2020 357 － 建物

施設類型 2021 357 31

12,572 建築年度 1994 構造 S 階数（地上） 2 2022 357

全体 585 築年数 29 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 357

当該 585 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 Ⅳ 2019 60,416

2020 47,668

2021 50,089

2022 59,289

2023 50,988

2019 60,416

2020 47,668

2021 50,089

2022 59,289

2023 50,998

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 －
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容 検討 - -

（R10）

- - - -- -

占有している団体はない

－

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

市指定管理等民間事業者に委託する可能性あり

サウンディング等の結果により、指定管理等、民間事業者による委託の可能性を検討する。

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
-

再配置に向けた
事業概要

民間事業者とのサウンディングを実施し、方向性を検討

－

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

当該施設でなければ実施不可

建物の利用方法や処分等の検討

－

対象 市内外問わずすべての人

備考

現在実施
している
主な事業

内容
市民の健全で文化的な生活の向上のため、利用者を対象とし、園内の清掃、設備の点検を
行い運営している。

利用件数
（件）

目的
余暇の充実や市の魅力の発信の拠点として、地域内外の交流と地域の活性化に寄与する
こと

ソフト
〇余暇の充実や市の魅力の発信の拠点となっている。
●現在の施設利用者数や類似施設の有無等を参考に今後の施設の在り方につ
いてサウンディング等を実施し、方向性を検討する。

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 大阪狭山市市民ふれあいの里条例

設置目的 施設利用者の利便性向上のため

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

〇市の北部に位置
〇鉄骨造
〇２０５４年（３０年後）に標準耐用年数
〇耐震性　有

●経年劣化による修繕箇所多数

対策の優先度 Ⅳ

スポーツ・レク施設 目標使用年数 維持
対策内容

継続
施設名称 市民ふれあいの里
花と緑の広場

44

年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 まちづくり推進部公園緑地グループ レク・観光施設 （残年数）



（４）短期で引き続き方向性について検討する施設

No 2019 341 検討 機能

施設類型 2020 294 － 建物

施設類型 2021 301 24

－ 建築年度 1987 構造 RC 階数（地上） 2 2022 358

全体 393 築年数 36 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 359

当該 393 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 Ⅳ 2019 60,416

2020 48,811

2021 50,089

2022 59,360

2023 53,231

2019 60,416

2020 48,811

2021 50,089

2022 59,360

2023 53,231

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 －
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容 検討 - -

（R10）

- - - -- -

占有している団体はない

－

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

今後も、市が主体的に行う必要あり

サウンディング等の結果により、民間委託の可能性を検討する。

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

現在の地域において方向性を検討

－

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

宿泊、野外炊飯体験について、市内に代替機能を有する施設はない。

建物の利用方法や処分等の検討

宿泊は7月～8月のみ

対象 本施設を利用しようとする者

備考

現在実施
している
主な事業

内容 野外炊飯や宿泊体験の提供

利用件数
（件）

目的 野外活動及び集団生活を通じた青少年の健全な育成

ソフト

余暇の充実や市の魅力の発信の拠点として、地域内外の交流と地域の活性化に
寄与する施設となっている。
現在の施設の利用状況や民間の類似施設の有無なども含め、市の役割を明確
にした上で、今後のあり方について現在の地域において方向性を検討する。

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 －

設置目的 －

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

〇市の北部に位置
〇鉄筋コンクリート造
〇２０４７年（２３年後）に標準耐用年数
〇耐震性　有

●経年劣化による修繕箇所多数

対策の優先度 Ⅳ

スポーツ・レク施設 目標使用年数 0
対策内容

0
施設名称 市民ふれあいの里
青少年野外活動広場
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年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 教育部生涯学習グループ レク・観光施設 （残年数）



（４）短期で引き続き方向性について検討する施設

No 2019 － 検討 機能

施設類型 2020 － － 建物

施設類型 2021 － 6

－ 建築年度 1969 構造 RC 階数（地上） 3 2022 －

全体 6,656 築年数 54 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 0

当該 6,656 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 － 2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 0

2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 0

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 －
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容 検討 - -

（R10）

- - - -- -

占有している団体はない

－

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

今後も、市が主体的に行う必要あり

義務教育という、公益性の高い事業のため、市が主体的に行う必要がある。

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

短期的には施設・機能ともに維持する方針ですが、中長期的には、長年狭隘な運
動場が課題とされていることや、最も古い校舎棟の築年数が令和１１年度には６
０年を経過することを踏まえ、校舎の建替えなども視野に入れ、運動場の拡張に
ついても検討します。
（学校園の適正規模・適正配置に関する実施方針に基づく）

東プールを含む
東幼稚園に隣接

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

他の施設でも実施可だが概ね小学校区内に代替施設が必要

法令等による設備整備基準等に適合する必要がある。

平日（長期休業期間等を除く）

対象 小学生（１～６年生）

備考

現在実施
している
主な事業

内容 義務教育を受けさせるために、児童を対象として、教育の機会を提供している。

利用件数
（件）

目的
社会に生きる市民として、職業生活、市民生活、文化生活などを充実して過ごせるような力
を育むため。

ソフト

○児童が学習活動を行う場
○避難所に位置付けられている
○運動場及び屋内運動場は地域に開放されている

●いじめ・不登校等生徒指導上の諸課題への対応、特別支援教育の充実、外国
人児童生徒への対応、ICTの活用の要請をはじめ、複雑かつ多様な課題への対
応

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 学校教育法38条

設置目的 教育の普及及び機会均等を図るため。

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

〇市の中心（北東部）に位置
〇鉄筋コンクリート造
〇２０２９年（５年後）に標準耐用年数
〇耐震性　有
〇２０〇〇年に耐震改修、２０〇〇年に大規模改修を実施

●経年劣化による修繕箇所多数

対策の優先度 －

学校教育系施設 目標使用年数 検討
対策内容

検討
施設名称 東小学校
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年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 教育部教育政策グループ 学校 （残年数）



（４）短期で引き続き方向性について検討する施設

No 2019 － 検討 機能

施設類型 2020 － － 建物

施設類型 2021 － 7

－ 建築年度 1970 構造 RC 階数（地上） 3 2022 －

全体 5,052 築年数 53 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 0

当該 5,052 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 － 2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 0

2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 0

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 －
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容 検討 - -

（R10）

- - - -- -

占有している団体はない

－

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

今後も、市が主体的に行う必要あり

義務教育という、公益性の高い事業のため、市が主体的に行う必要がある。

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

短期的には施設・機能ともに維持する方針ですが、中長期的には校舎の老朽化
対策として長寿命化を前提に検討します。
（学校園の適正規模・適正配置に関する実施方針に基づく）

西プールを含む

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

他の施設でも実施可だが概ね小学校区内に代替施設が必要

法令等による設備整備基準等に適合する必要がある。

平日（長期休業期間等を除く）

対象 小学生（１～６年生）

備考

現在実施
している
主な事業

内容 義務教育を受けさせるために、児童を対象として、教育の機会を提供している。

利用件数
（件）

目的
社会に生きる市民として、職業生活、市民生活、文化生活などを充実して過ごせるような力
を育むため。

ソフト

○児童が学習活動を行う場
○避難所に位置付けられている
○運動場及び屋内運動場は地域に開放されている

●いじめ・不登校等生徒指導上の諸課題への対応、特別支援教育の充実、外国
人児童生徒への対応、ICTの活用の要請をはじめ、複雑かつ多様な課題への対
応

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 学校教育法38条

設置目的 教育の普及及び機会均等を図るため。

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

〇市の中心（南西部）に位置
〇鉄筋コンクリート造
〇２０３０年（６年後）に標準耐用年数
〇耐震性　有

●経年劣化による修繕箇所多数

対策の優先度 －

学校教育系施設 目標使用年数 検討
対策内容

検討
施設名称 西小学校
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年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 教育部教育政策グループ 学校 （残年数）



（４）短期で引き続き方向性について検討する施設

No 2019 － 検討 機能

施設類型 2020 － － 建物

施設類型 2021 － 7

－ 建築年度 1970 構造 RC 階数（地上） 3 2022 －

全体 6,211 築年数 53 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 0

当該 6,211 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 － 2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 0

2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 0

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 －
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容 検討 - -

（R10）

- - - -- -

占有している団体はない

－

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

今後も、市が主体的に行う必要あり

義務教育という、公益性の高い事業のため、市が主体的に行う必要がある。

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

短期的には幼稚園３園とこども園を統合した統合こども園を整備するため低学年
棟を解体する方針です。中長期的には、児童数の推移を注視しながら隣接する南
第三小学校との統合について検討するほか、校舎の老朽化対策については、建
替えも視野に入れて検討します。
（学校園の適正規模・適正配置に関する実施方針に基づく）

－

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

他の施設でも実施可だが概ね小学校区内に代替施設が必要

法令等による設備整備基準等に適合する必要がある。

平日（長期休業期間等を除く）

対象 小学生（１～６年生）

備考

現在実施
している
主な事業

内容 義務教育を受けさせるために、児童を対象として、教育の機会を提供している。

利用件数
（件）

目的
社会に生きる市民として、職業生活、市民生活、文化生活などを充実して過ごせるような力
を育むため。

ソフト

○児童が学習活動を行う場
○避難所に位置付けられている
○運動場及び屋内運動場は地域に開放されている

●いじめ・不登校等生徒指導上の諸課題への対応、特別支援教育の充実、外国
人児童生徒への対応、ICTの活用の要請をはじめ、複雑かつ多様な課題への対
応

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 学校教育法38条

設置目的 教育の普及及び機会均等を図るため。

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

〇市の南西部に位置
〇鉄筋コンクリート造
〇２０３０年（６年後）に標準耐用年数
〇耐震性　有
〇２０〇〇年に防水改修

●経年劣化による修繕箇所多数

対策の優先度 －

学校教育系施設 目標使用年数 検討
対策内容

検討
施設名称 南第一小学校

48

年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 教育部教育政策グループ 学校 （残年数）



（４）短期で引き続き方向性について検討する施設

No 2019 － 検討 機能

施設類型 2020 － － 建物

施設類型 2021 － 11

－ 建築年度 1974 構造 RC 階数（地上） 3 2022 －

全体 6,560 築年数 49 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 0

当該 6,560 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 － 2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 0

2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 0

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 －
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容 検討 - -

（R10）

- - - -- -

占有している団体はない

－

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

今後も、市が主体的に行う必要あり

義務教育という、公益性の高い事業のため、市が主体的に行う必要がある。

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

短期的には施設・機能ともに維持する方針ですが、中長期的には近畿大学病院
の跡地で大規模な宅地開発が進められる可能性があることから、その動向を注
視することとし、校舎の老朽化対策については、長寿命化を前提に検討します。
（学校園の適正規模・適正配置に関する実施方針に基づく）

－

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

他の施設でも実施可だが概ね小学校区内に代替施設が必要

法令等による設備整備基準等に適合する必要がある。

平日（長期休業期間等を除く）

対象 小学生（１～６年生）

備考

現在実施
している
主な事業

内容 義務教育を受けさせるために、児童を対象として、教育の機会を提供している。

利用件数
（件）

目的
社会に生きる市民として、職業生活、市民生活、文化生活などを充実して過ごせるような力
を育むため。

ソフト

○児童が学習活動を行う場
○避難所に位置付けられている
○運動場及び屋内運動場は地域に開放されている

●いじめ・不登校等生徒指導上の諸課題への対応、特別支援教育の充実、外国
人児童生徒への対応、ICTの活用の要請をはじめ、複雑かつ多様な課題への対
応

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 学校教育法38条

設置目的 教育の普及及び機会均等を図るため。

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

〇市の南部に位置
〇鉄筋コンクリート造
〇２０３４年（１０年後）に標準耐用年数
〇耐震性　有

●経年劣化による修繕箇所多数

対策の優先度 －

学校教育系施設 目標使用年数 検討
対策内容

検討
施設名称 南第二小学校
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年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 教育部教育政策グループ 学校 （残年数）



（４）短期で引き続き方向性について検討する施設

No 2019 － 検討 機能

施設類型 2020 － － 建物

施設類型 2021 － 15

－ 建築年度 1978 構造 RC 階数（地上） 4 2022 －

全体 5,804 築年数 45 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 0

当該 5,804 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 － 2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 0

2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 0

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 －
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容 検討 - -

（R10）

- - - -- -

占有している団体はない

－

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

今後も、市が主体的に行う必要あり

義務教育という、公益性の高い事業のため、市が主体的に行う必要がある。

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

短期的には施設・機能ともに維持する方針ですが、中長期的には、児童数の推移
を注視しながら隣接する南第一小学校との統合について検討します。
（学校園の適正規模・適正配置に関する実施方針に基づく）

－

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

他の施設でも実施可だが概ね小学校区内に代替施設が必要

法令等による設備整備基準等に適合する必要がある。

平日（長期休業期間等を除く）

対象 小学生（１～６年生）

備考

現在実施
している
主な事業

内容 義務教育を受けさせるために、児童を対象として、教育の機会を提供している。

利用件数
（件）

目的
社会に生きる市民として、職業生活、市民生活、文化生活などを充実して過ごせるような力
を育むため。

ソフト

○児童が学習活動を行う場
○避難所に位置付けられている
○運動場及び屋内運動場は地域に開放されている

●いじめ・不登校等生徒指導上の諸課題への対応、特別支援教育の充実、外国
人児童生徒への対応、ICTの活用の要請をはじめ、複雑かつ多様な課題への対
応

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 学校教育法38条

設置目的 教育の普及及び機会均等を図るため。

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

〇市の南西部に位置
〇鉄筋コンクリート造
〇２０３８年（１４年後）に標準耐用年数
〇耐震性　有
〇２０〇〇年に防水改修

●経年劣化による修繕箇所多数

対策の優先度 －

学校教育系施設 目標使用年数 検討
対策内容

検討
施設名称 南第三小学校

50

年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 教育部教育政策グループ 学校 （残年数）



（４）短期で引き続き方向性について検討する施設

No 2019 － 検討 機能

施設類型 2020 － － 建物

施設類型 2021 － 14

－ 建築年度 1977 構造 RC 階数（地上） 3 2022 －

全体 5,234 築年数 46 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 0

当該 5,234 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 － 2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 0

2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 0

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 －
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容 検討 - -

（R10）

- - - -- -

占有している団体はない

－

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

今後も、市が主体的に行う必要あり

義務教育という、公益性の高い事業のため、市が主体的に行う必要がある。

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

短期的には施設・機能ともに維持する方針ですが、中長期的には校舎の老朽化
対策として長寿命化を前提に検討します。
（学校園の適正規模・適正配置に関する実施方針に基づく）

－

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

他の施設でも実施可だが概ね小学校区内に代替施設が必要

法令等による設備整備基準等に適合する必要がある。

平日（長期休業期間等を除く）

対象 小学生（１～６年生）

備考

現在実施
している
主な事業

内容 義務教育を受けさせるために、児童を対象として、教育の機会を提供している。

利用件数
（件）

目的
社会に生きる市民として、職業生活、市民生活、文化生活などを充実して過ごせるような力
を育むため。

ソフト

○児童が学習活動を行う場
○避難所に位置付けられている
○運動場及び屋内運動場は地域に開放されている

●いじめ・不登校等生徒指導上の諸課題への対応、特別支援教育の充実、外国
人児童生徒への対応、ICTの活用の要請をはじめ、複雑かつ多様な課題への対
応

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 学校教育法38条

設置目的 教育の普及及び機会均等を図るため。

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

〇市の北部に位置
〇鉄筋コンクリート造
〇２０３７年（１３年後）に標準耐用年数
〇耐震性　有
〇２０〇〇年に大規模改修

対策の優先度 －

学校教育系施設 目標使用年数 検討
対策内容

検討
施設名称 北小学校

51

年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 教育部教育政策グループ 学校 （残年数）



（４）短期で引き続き方向性について検討する施設

No 2019 － 検討 機能

施設類型 2020 － － 建物

施設類型 2021 － 27

－ 建築年度 1990 構造 RC 階数（地上） 3 2022 －

全体 5,511 築年数 33 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 0

当該 5,511 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 － 2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 0

2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 0

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 －
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容 検討 - -

（R10）

- - - -- -

占有している団体はない

－

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

今後も、市が主体的に行う必要あり

義務教育という、公益性の高い事業のため、市が主体的に行う必要がある。

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

宅地開発が盛んな地域であり、児童数の増加が見込まれることから、現在教室
不足への対応を進めているところです。中長期的には校舎の老朽化対策として長
寿命化を前提に検討します。
（学校園の適正規模・適正配置に関する実施方針に基づく）

第七プールを含む

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

他の施設でも実施可だが概ね小学校区内に代替施設が必要

法令等による設備整備基準等に適合する必要がある。

平日（長期休業期間等を除く）

対象 小学生（１～６年生）

備考

現在実施
している
主な事業

内容 義務教育を受けさせるために、児童を対象として、教育の機会を提供している。

利用件数
（件）

目的
社会に生きる市民として、職業生活、市民生活、文化生活などを充実して過ごせるような力
を育むため。

ソフト

○児童が学習活動を行う場
○避難所に位置付けられている
○運動場及び屋内運動場は地域に開放されている

●いじめ・不登校等生徒指導上の諸課題への対応、特別支援教育の充実、外国
人児童生徒への対応、ICTの活用の要請をはじめ、複雑かつ多様な課題への対
応

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 学校教育法38条

設置目的 教育の普及及び機会均等を図るため。

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

〇市の北部に位置
〇鉄筋コンクリート造
〇２０５０年（２６年後）に標準耐用年数
〇耐震性　有
〇２０〇〇年、２０〇〇年に大規模改修

対策の優先度 －

学校教育系施設 目標使用年数 検討
対策内容

検討
施設名称 第七小学校

52

年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 教育部教育政策グループ 学校 （残年数）



（４）短期で引き続き方向性について検討する施設

No 2019 － 検討 機能

施設類型 2020 － － 建物

施設類型 2021 － 5

－ 建築年度 1968 構造 RC 階数（地上） 2 2022 －

全体 6,276 築年数 55 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 0

当該 6,276 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 － 2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 0

2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 0

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 －
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容 検討 - -

（R10）

- - - -- -

占有している団体はない

－

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

今後も、市が主体的に行う必要あり

義務教育という、公益性の高い事業のため、市が主体的に行う必要がある。

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

短期中にに教室不足が生じる可能性があることや、長年運動場が狭隘であるこ
と、築年数が６０年以上経過している校舎棟があり老朽化が進んでいること等を
踏まえ、現地での建替えを基本として教育環境の改善を図ります。
（学校園の適正規模・適正配置に関する実施方針に基づく）

－

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

他の施設でも実施可だが概ね小学校区内に代替施設が必要

法令等による設備整備基準等に適合する必要がある。

平日（長期休業期間等を除く）

対象 中学生（１～３年生）

備考

現在実施
している
主な事業

内容 義務教育を受けさせるために、生徒を対象として、教育の機会を提供している。

利用件数
（件）

目的
社会に生きる市民として、職業生活、市民生活、文化生活などを充実して過ごせるような力
を育むため。

ソフト

○生徒が学習活動や部活動を行う場
○避難所に位置付けられている
○屋内運動場は地域に開放されている

●いじめ・不登校等生徒指導上の諸課題への対応、特別支援教育の充実、外国
人児童生徒への対応、ICTの活用の要請をはじめ、複雑かつ多様な課題への対
応
●部活動の地域移行の検討

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 学校教育法49条

設置目的 教育の普及及び機会均等を図るため。

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

〇市の中心部に位置
〇鉄筋コンクリート造
〇一部校舎２０２１年に標準耐用年数
〇耐震性　有
〇２０〇〇年に耐震補強、２０〇〇年に大規模改修

●２０２４年に実施した耐力度調査の結果を考慮し、長寿命化や建替えの検討を
進める

対策の優先度 －

学校教育系施設 目標使用年数 検討
対策内容

検討
施設名称 狭山中学校

53

年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 教育部教育政策グループ 学校 （残年数）



（４）短期で引き続き方向性について検討する施設

No 2019 － 検討 機能

施設類型 2020 － － 建物

施設類型 2021 － 9

－ 建築年度 1972 構造 RC 階数（地上） 3 2022 －

全体 8,029 築年数 51 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 0

当該 8,029 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 － 2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 0

2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 0

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 －
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容 検討 - -

（R10）

- - - -- -

占有している団体はない

－

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

今後も、市が主体的に行う必要あり

義務教育という、公益性の高い事業のため、市が主体的に行う必要がある。

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

短期的には施設・機能ともに維持する方針ですが、中長期的には校舎の老朽化
対策として生徒数の推移を踏まえた建替えを視野に入れて検討します。
（学校園の適正規模・適正配置に関する実施方針に基づく）

南プールを含む

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

他の施設でも実施可だが概ね小学校区内に代替施設が必要

法令等による設備整備基準等に適合する必要がある。

平日（長期休業期間等を除く）

対象 中学生（１～３年生）

備考

現在実施
している
主な事業

内容 義務教育を受けさせるために、生徒を対象として、教育の機会を提供している。

利用件数
（件）

目的
社会に生きる市民として、職業生活、市民生活、文化生活などを充実して過ごせるような力
を育むため。

ソフト

○生徒が学習活動や部活動を行う場
○避難所に位置付けられている
○屋内運動場は地域に開放されている

●いじめ・不登校等生徒指導上の諸課題への対応、特別支援教育の充実、外国
人児童生徒への対応、ICTの活用の要請をはじめ、複雑かつ多様な課題への対
応
●部活動の地域移行の検討

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 学校教育法49条

設置目的 教育の普及及び機会均等を図るため。

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

〇市の中心（南部）に位置
〇鉄筋コンクリート造
〇２０３２年（８年後）に標準耐用年数
〇耐震性　有
〇２０２４年に外壁改修

●経年劣化による修繕箇所多数

対策の優先度 －

学校教育系施設 目標使用年数 検討
対策内容

検討
施設名称 南中学校

54

年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 教育部教育政策グループ 学校 （残年数）



（４）短期で引き続き方向性について検討する施設

No 2019 － 検討 機能

施設類型 2020 － － 建物

施設類型 2021 － 18

－ 建築年度 1981 構造 RC 階数（地上） 4 2022 －

全体 7,898 築年数 42 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 0

当該 7,898 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 － 2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 0

2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 0

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 －
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容 検討 - -

（R10）

- - - -- -

占有している団体はない

－

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

今後も、市が主体的に行う必要あり

義務教育という、公益性の高い事業のため、市が主体的に行う必要がある。

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

短期的には施設・機能ともに維持する方針ですが、中長期的には宅地開発が盛
んな第七小学校区の児童数の動向を注視するとともに、校舎の老朽化対策とし
て長寿命化を前提に検討します。
（学校園の適正規模・適正配置に関する実施方針に基づく）

－

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

他の施設でも実施可だが概ね小学校区内に代替施設が必要

法令等による設備整備基準等に適合する必要がある。

平日（長期休業期間等を除く）

対象 中学生（１～３年生）

備考

現在実施
している
主な事業

内容 義務教育を受けさせるために、生徒を対象として、教育の機会を提供している。

利用件数
（件）

目的
社会に生きる市民として、職業生活、市民生活、文化生活などを充実して過ごせるような力
を育むため。

ソフト

○生徒が学習活動や部活動を行う場
○避難所に位置付けられている
○屋内運動場は地域に開放されている

●いじめ・不登校等生徒指導上の諸課題への対応、特別支援教育の充実、外国
人児童生徒への対応、ICTの活用の要請をはじめ、複雑かつ多様な課題への対
応
●部活動の地域移行の検討

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 学校教育法49条

設置目的 教育の普及及び機会均等を図るため。

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

〇市の南部に位置
〇鉄筋コンクリート造
〇２０４１年（１７年後）に標準耐用年数
〇耐震性　有
〇２０〇〇年に耐震補強、２０〇〇年に大規模改修

対策の優先度 －

学校教育系施設 目標使用年数 検討
対策内容

検討
施設名称 第三中学校

55

年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 教育部教育政策グループ 学校 （残年数）



（４）短期で引き続き方向性について検討する施設

No 2019 179 検討 機能

施設類型 2020 179 － 建物

施設類型 2021 200 12

－ 建築年度 1975 構造 RC 階数（地上） 2 2022 198

全体 1,325 築年数 48 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 192

当該 1,325 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 － 2019 1,208

2020 1,201

2021 1,105

2022 953

2023 943

2019 102

2020 100

2021 90

2022 79

2023 79

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 －
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容 検討 - -

（R10）

- - - -- -

占有している団体はない

－

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

地域・民間事業者等が主体で実施可能

利用状況（量の見込み）を把握した上で、提供体制を確保する必要がある。

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

公立幼稚園の園児数は減少傾向にあり、望ましい幼児教育の実践に向けて、学
校園の適正規模・適正配置に関する実施方針に基づき、現在の公立幼稚園3園
とこども園、地域子育て拠点の一部を統合し新たな統合公立園を建設する。

東小学校に隣接

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

他の施設でも実施は可能

・法令等による設備整備基準等に適合する必要がある。
・他の保育所・こども園等の立地状況等を勘案する必要がある。

平日（長期休業期間等を除く）

対象 園児（３～５歳児）

備考

現在実施
している
主な事業

内容 教育・保育（教育・保育事業）

利用件数
（件）

目的 学齢前の幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長すること。

ソフト

女性の社会参画の進展等により、保育の利用を希望する保護者が増加している
一方で、全国的な少子化傾向に加え、幼児教育・保育の無償化などの背景もあ
り、市立幼稚園を希望する保護者は減少傾向にある。
幼児期の保育・教育の多様性を維持していく観点や、公立園の果たすべき役割
を維持することの重要性を鑑み、市立の幼稚園機能とこども園機能については継
続するが、学校園の適正規模・適正配置に関する基本方針に基づき、園児にとっ
て望ましい教育・保育環境を実現するため、統合等についても検討する。

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 大阪狭山市立幼稚園設置に関する条例等

設置目的 学齢前の幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長すること。

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

〇市の中心（北東部）に位置
〇鉄筋コンクリート造
〇２０３５年（１１年後）に標準耐用年数
〇耐震性　有
〇２０〇〇年に耐震改修、２０〇〇年に大規模改修を実施

対策の優先度 －

子育て支援施設 目標使用年数 検討
対策内容

検討
施設名称 東幼稚園

56

年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 こども政策部こども育成グループ 幼稚園・こども園 （残年数）



（４）短期で引き続き方向性について検討する施設

No 2019 179 検討 機能

施設類型 2020 179 － 建物

施設類型 2021 199 15

－ 建築年度 1978 構造 RC 階数（地上） 1 2022 198

全体 535 築年数 45 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 196

当該 535 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 － 2019 627

2020 544

2021 475

2022 584

2023 627

2019 51

2020 44

2021 40

2022 49

2023 50

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 －
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容 検討 - -

（R10）

- - - -- -

占有している団体はない

－

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

地域・民間事業者等が主体で実施可能

利用状況（量の見込み）を把握した上で、提供体制を確保する必要がある。

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

公立幼稚園の園児数は減少傾向にあり、望ましい幼児教育の実践に向けて、学
校園の適正規模・適正配置に関する実施方針に基づき、現在の公立幼稚園3園
とこども園、地域子育て拠点の一部を統合し新たな統合公立園を建設する。

－

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

他の施設でも実施は可能

・法令等による設備整備基準等に適合する必要がある。
・他の保育所・こども園等の立地状況等を勘案する必要がある。

平日（長期休業期間等を除く）

対象 園児（３～５歳児）

備考

現在実施
している
主な事業

内容 教育・保育（教育・保育事業）

利用件数
（件）

目的 学齢前の幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長すること。

ソフト

女性の社会参画の進展等により、保育の利用を希望する保護者が増加している
一方で、全国的な少子化傾向に加え、幼児教育・保育の無償化などの背景もあ
り、市立幼稚園を希望する保護者は減少傾向にある。
幼児期の保育・教育の多様性を維持していく観点や、公立園の果たすべき役割
を維持することの重要性を鑑み、市立の幼稚園機能とこども園機能については継
続するが、学校園の適正規模・適正配置に関する基本方針に基づき、園児にとっ
て望ましい教育・保育環境を実現するため、統合等についても検討する。

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 大阪狭山市立幼稚園設置に関する条例等

設置目的 学齢前の幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長すること。

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

〇市の中心（南東部）に位置
〇鉄筋コンクリート造
〇２０３８年（１４年後）に標準耐用年数
〇耐震性　有
〇２０〇〇年に耐震改修、２０〇〇年に大規模改修を実施

対策の優先度 －

子育て支援施設 目標使用年数 検討
対策内容

検討
施設名称 半田幼稚園

57

年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 こども政策部こども育成グループ 幼稚園・こども園 （残年数）



（４）短期で引き続き方向性について検討する施設

No 2019 181 検討 機能

施設類型 2020 179 － 建物

施設類型 2021 192 19

－ 建築年度 1982 構造 RC 階数（地上） 2 2022 199

全体 849 築年数 41 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 196

当該 849 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 － 2019 660

2020 520

2021 562

2022 480

2023 474

2019 54

2020 43

2021 48

2022 40

2023 38

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 －
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容 検討 - -

（R10）

- - - -- -

占有している団体はない

－

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

地域・民間事業者等が主体で実施可能

利用状況（量の見込み）を把握した上で、提供体制を確保する必要がある。

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

公立幼稚園の園児数は減少傾向にあり、望ましい幼児教育の実践に向けて、学
校園の適正規模・適正配置に関する実施方針に基づき、現在の公立幼稚園3園
とこども園、地域子育て拠点の一部を統合し新たな統合公立園を建設する。

－

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

他の施設でも実施は可能

・法令等による設備整備基準等に適合する必要がある。
・他の保育所・こども園等の立地状況等を勘案する必要がある。

平日（長期休業期間等を除く）

対象 園児（３～５歳児）

備考

現在実施
している
主な事業

内容 教育・保育（教育・保育事業）

利用件数
（件）

目的 学齢前の幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長すること。

ソフト

女性の社会参画の進展等により、保育の利用を希望する保護者が増加している
一方で、全国的な少子化傾向に加え、幼児教育・保育の無償化などの背景もあ
り、市立幼稚園を希望する保護者は減少傾向にある。
幼児期の保育・教育の多様性を維持していく観点や、公立園の果たすべき役割
を維持することの重要性を鑑み、市立の幼稚園機能とこども園機能については継
続するが、学校園の適正規模・適正配置に関する基本方針に基づき、園児にとっ
て望ましい教育・保育環境を実現するため、統合等についても検討する。

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 大阪狭山市立幼稚園設置に関する条例等

設置目的 学齢前の幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長すること。

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

〇市の北部に位置
〇鉄筋コンクリート造
〇２０４２年（１８年後）に標準耐用年数
〇耐震性　有
〇２０〇〇年に大規模改修、２０〇〇年に防水改修

●経年劣化による修繕箇所多数

対策の優先度 －

子育て支援施設 目標使用年数 検討
対策内容

検討
施設名称 東野幼稚園

58

年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 こども政策部こども育成グループ 幼稚園・こども園 （残年数）



（４）短期で引き続き方向性について検討する施設

No 2019 293 検討 機能

施設類型 2020 292 － 建物

施設類型 2021 289 10

－ 建築年度 1973 構造 RC 階数（地上） 1 2022 293

全体 622 築年数 50 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 292

当該 622 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 － 2019 2,178

2020 2,033

2021 1,948

2022 1,956

2023 1,906

2019 178

2020 162

2021 160

2022 163

2023 161

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 －
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容 検討 - -

（R10）

- - - -- -

占有している団体はない

－

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

地域・民間事業者等が主体で実施可能

利用状況（量の見込み）を把握した上で、提供体制を確保する必要がある。

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

保育利用（2号、3号）については、今後も一定のニーズが見込まれるものの、公
立幼稚園と同様に1号利用の園児数は減少傾向にあり、定員に満たない状況が
続くものと見込まれる。望ましい保育・教育を整備するため、学校園の適正規模・
適正配置に関する実施方針に基づき、現在の公立幼稚園3園とこども園、地域子
育て拠点の一部を統合し新たな統合公立園を建設する。

こども園（旧南第三幼稚
園）、南第三小学校に隣
接

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

他の施設でも実施は可能

・法令等による設備整備基準等に適合する必要がある。
・他の保育所・こども園等の立地状況等を勘案する必要がある。

月～土（祝日・年末年始を除く）

対象 園児（０～３歳児）

備考

現在実施
している
主な事業

内容 教育・保育（教育・保育事業）

利用件数
（件）

目的
子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進す
るため。

ソフト

女性の社会参画の進展等により、保育の利用を希望する保護者が増加している
一方で、全国的な少子化傾向に加え、幼児教育・保育の無償化などの背景もあ
り、市立幼稚園を希望する保護者は減少傾向にある。
幼児期の保育・教育の多様性を維持していく観点や、公立園の果たすべき役割
を維持することの重要性を鑑み、市立の幼稚園機能とこども園機能については継
続するが、学校園の適正規模・適正配置に関する基本方針に基づき、園児にとっ
て望ましい教育・保育環境を実現するため、統合等についても検討する。

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 大阪狭山市立幼保連携型認定こども園条例

設置目的
子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進す
るため。

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

〇市の南西部に位置
〇鉄筋コンクリート造
〇２０３３年（９年後）に標準耐用年数
〇耐震性　有
〇２０〇〇年に耐震改修、２０〇〇年に防水改修

●経年劣化による修繕箇所多数

対策の優先度 －

子育て支援施設 目標使用年数 検討
対策内容

検討
施設名称 こども園（旧第２保育所）

59

年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 こども政策部こども育成グループ 幼稚園・こども園 （残年数）



（４）短期で引き続き方向性について検討する施設

No 2019 － 検討 機能

施設類型 2020 － － 建物

施設類型 2021 － 15

－ 建築年度 1978 構造 RC 階数（地上） 2 2022 －

全体 1,111 築年数 45 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 0

当該 1,111 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 － 2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 0

2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 0

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 －
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容 検討 - -

（R10）

- - - -- -

占有している団体はない

－

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

地域・民間事業者等が主体で実施可能

利用状況（量の見込み）を把握した上で、提供体制を確保する必要がある。

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

保育利用（2号、3号）については、今後も一定のニーズが見込まれるものの、公
立幼稚園と同様に1号利用の園児数は減少傾向にあり、定員に満たない状況が
続くものと見込まれる。望ましい保育・教育を整備するため、学校園の適正規模・
適正配置に関する実施方針に基づき、現在の公立幼稚園3園とこども園、地域子
育て拠点の一部を統合し新たな統合公立園を建設する。

こども園（旧第２保育
所）、南第三小学校に隣
接

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

他の施設でも実施は可能

・法令等による設備整備基準等に適合する必要がある。
・他の保育所・こども園等の立地状況等を勘案する必要がある。

月～土（祝日・年末年始を除く）

対象 園児（４～５歳児）

備考

現在実施
している
主な事業

内容 教育・保育（教育・保育事業）

利用件数
（件）

目的
子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進す
るため。

ソフト

女性の社会参画の進展等により、保育の利用を希望する保護者が増加している
一方で、全国的な少子化傾向に加え、幼児教育・保育の無償化などの背景もあ
り、市立幼稚園を希望する保護者は減少傾向にある。
幼児期の保育・教育の多様性を維持していく観点や、公立園の果たすべき役割
を維持することの重要性を鑑み、市立の幼稚園機能とこども園機能については継
続するが、学校園の適正規模・適正配置に関する基本方針に基づき、園児にとっ
て望ましい教育・保育環境を実現するため、統合等についても検討する。

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 大阪狭山市立幼保連携型認定こども園条例

設置目的
子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進す
るため。

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード

〇市の南西部に位置
〇鉄筋コンクリート造
〇２０３８年（１４年後）に標準耐用年数
〇耐震性　有
〇２０〇〇年に耐震改修

●経年劣化による修繕箇所多数

対策の優先度 －

子育て支援施設 目標使用年数 検討
対策内容

検討
施設名称 こども園（旧南第三幼稚園）

60

年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 こども政策部こども育成グループ 幼稚園・こども園 （残年数）



（４）短期で引き続き方向性について検討する施設

No 2019 286 検討 機能

施設類型 2020 288 － 建物

施設類型 2021 290 12

－ 建築年度 1975 構造 RC 階数（地上） 3 2022 290

全体 148 築年数 48 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 287

当該 148 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 － 2019 631

2020 685

2021 841

2022 1,017

2023 1,176

2019 52

2020 57

2021 71

2022 86

2023 100

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 －
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容 検討 - -

（R10）

- - - -- -

占有している団体はない

－

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

地域・民間事業者等が主体で実施可能

小学校の建物内に教室があるため、外部の民間事業者等に運営を委託することは困難で
あり、今後も市による主体的な管理が必要。

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

放課後児童会の利用希望者数は、年々上昇しており、今後も施設としてのニーズ
は高い水準で継続することが見込まれる。公立小学校の空き教室を活用してお
り、当該施設の方向性については、西小学校と同様に短期的には施設・機能とも
に維持する方針ですが、中長期的には校舎の老朽化対策として長寿命化を前提
に検討する。

西小学校の一部

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

他の施設でも実施可だが概ね小学校区内に代替施設が必要

他の施設でも実施可能であるが、安全管理面や小学校との連携等、様々な観点から小学校
区内（※立地的にも小学校から近距離）である必要性が極めて高い。

※現在利用している小学校借用教室の現状復帰工事（普通教室改修工事）が伴う。

月～土に開設

対象 小学生（１～６年生）

備考

現在実施
している
主な事業

内容
小学生の放課後の生活を見守り・支援する。
【放課後児童健全育成事業】

利用件数
（件）

目的
保護者が労働などにより昼間家庭にいない小学生を対象に、遊びの場や生活の場を提供
し、放課後児童会活動を通して健全な育成を図るため。

ソフト

少子化により将来的な児童数の減少が見込まれるものの、共働き世帯の増加等
に伴い、放課後の子どもの居場所としてのニーズが高まっており、子育て支援の
一環として今後も継続する。
管理運営については、民間事業者の参入も進んでいることから、民間ノウハウ等
の活用手法について検討する。

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 児童福祉法第34条の8の2第1項

設置目的 放課後児童健全育成事業実施のため。

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード
〇No.47と同様
（西小学校の校舎内に設置）

対策の優先度 －

子育て支援施設 目標使用年数 検討
対策内容

検討
施設名称 西放課後児童会

61

年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 こども政策部こども育成グループ 子育て支援拠点施設・放課後児童施設 （残年数）



（４）短期で引き続き方向性について検討する施設

No 2019 286 検討 機能

施設類型 2020 288 － 建物

施設類型 2021 290 10

－ 建築年度 1973 構造 RC 階数（地上） 3 2022 290

全体 135 築年数 50 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 287

当該 135 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 － 2019 410

2020 446

2021 468

2022 450

2023 548

2019 34

2020 37

2021 39

2022 38

2023 46

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 －
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容 検討 - -

（R10）

- - - -- -

占有している団体はない

－

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

地域・民間事業者等が主体で実施可能

小学校の建物内に教室があるため、外部の民間事業者等に運営を委託することは困難で
あり、今後も市による主体的な管理が必要。

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

放課後児童会の利用希望者数は、年々上昇しており、今後も施設としてのニーズ
は高い水準で継続することが見込まれる。公立小学校の空き教室を活用してお
り、当該施設の方向性については、南第一小学校と同様に中長期的には、児童数
の推移を注視しながら隣接する南第三小学校との統合を検討するとともに、校舎
の老朽化対策については、建替えも視野に入れて検討する。

南第一小学校の一部

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

他の施設でも実施可だが概ね小学校区内に代替施設が必要

他の施設でも実施可能であるが、安全管理面や小学校との連携等、様々な観点から小学校
区内（※立地的にも小学校から近距離）である必要性が極めて高い。

※現在利用している小学校借用教室の現状復帰工事（普通教室改修工事）が伴う。

月～土に開設

対象 小学生（１～６年生）

備考

現在実施
している
主な事業

内容
小学生の放課後の生活を見守り・支援する。
【放課後児童健全育成事業】

利用件数
（件）

目的
保護者が労働などにより昼間家庭にいない小学生を対象に、遊びの場や生活の場を提供
し、放課後児童会活動を通して健全な育成を図るため。

ソフト

少子化により将来的な児童数の減少が見込まれるものの、共働き世帯の増加等
に伴い、放課後の子どもの居場所としてのニーズが高まっており、子育て支援の
一環として今後も継続する。
管理運営については、民間事業者の参入も進んでいることから、民間ノウハウ等
の活用手法について検討する。

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 児童福祉法第34条の8の2第1項

設置目的 放課後児童健全育成事業実施のため。

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード
〇No.48と同様
（南第一小学校の校舎内に設置）

対策の優先度 －

子育て支援施設 目標使用年数 検討
対策内容

検討
施設名称 南第一放課後児童会

62

年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 こども政策部こども育成グループ 子育て支援拠点施設・放課後児童施設 （残年数）



（４）短期で引き続き方向性について検討する施設

No 2019 286 検討 機能

施設類型 2020 288 － 建物

施設類型 2021 290 17

－ 建築年度 1980 構造 RC 階数（地上） 3 2022 290

全体 183 築年数 43 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 287

当該 183 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 － 2019 1,379

2020 1,258

2021 1,305

2022 1,028

2023 1,257

2019 115

2020 105

2021 110

2022 87

2023 105

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 －
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容 検討 - -

（R10）

- - - -- -

占有している団体はない

－

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

地域・民間事業者等が主体で実施可能

小学校の建物内に教室があるため、外部の民間事業者等に運営を委託することは困難で
あり、今後も市による主体的な管理が必要。

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

放課後児童会の利用希望者数は、年々上昇しており、今後も施設としてのニーズ
は高い水準で継続することが見込まれる。公立小学校の空き教室を活用してお
り、当該施設の方向性については、南第二小学校と同様に短期的には施設・機能
ともに維持する方針であるが、中長期的には校舎の老朽化対策として、長寿命化
を前提に検討する。

南第二小学校の一部

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

他の施設でも実施可だが概ね小学校区内に代替施設が必要

他の施設でも実施可能であるが、安全管理面や小学校との連携等、様々な観点から小学校
区内（※立地的にも小学校から近距離）である必要性が極めて高い。

※現在利用している小学校借用教室の現状復帰工事（普通教室改修工事）が伴う。

月～土に開設

対象 小学生（１～６年生）

備考

現在実施
している
主な事業

内容
小学生の放課後の生活を見守り・支援する。
【放課後児童健全育成事業】

利用件数
（件）

目的
保護者が労働などにより昼間家庭にいない小学生を対象に、遊びの場や生活の場を提供
し、放課後児童会活動を通して健全な育成を図るため。

ソフト

少子化により将来的な児童数の減少が見込まれるものの、共働き世帯の増加等
に伴い、放課後の子どもの居場所としてのニーズが高まっており、子育て支援の
一環として今後も継続する。
管理運営については、民間事業者の参入も進んでいることから、民間ノウハウ等
の活用手法について検討する。

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 児童福祉法第34条の8の2第1項

設置目的 放課後児童健全育成事業実施のため。

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード
〇No.49と同様
（南第二小学校の校舎内に設置）

対策の優先度 －

子育て支援施設 目標使用年数 検討
対策内容

検討
施設名称 南第二放課後児童会

63

年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 こども政策部こども育成グループ 子育て支援拠点施設・放課後児童施設 （残年数）



（４）短期で引き続き方向性について検討する施設

No 2019 286 検討 機能

施設類型 2020 288 － 建物

施設類型 2021 290 17

－ 建築年度 1980 構造 RC 階数（地上） 4 2022 290

全体 122 築年数 43 耐震性 有 階数（地下） 0 2023 287

当該 122 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 － 2019 810

2020 739

2021 671

2022 561

2023 443

2019 67

2020 62

2021 56

2022 47

2023 37

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 －
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容 検討 - -

（R10）

- - - -- -

占有している団体はない

－

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

地域・民間事業者等が主体で実施可能

小学校の建物内に教室があるため、外部の民間事業者等に運営を委託することは困難で
あり、今後も市による主体的な管理が必要。

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

放課後児童会の利用希望者数は、年々上昇しており、今後も施設としてのニーズ
は高い水準で継続することが見込まれる。公立小学校の空き教室を活用してお
り、当該施設の方向性については、南第三小学校と同様に短期的には施設・機能
ともに維持する方針であるが、中長期的には、児童数の推移を注視しながら隣接
する南第一小学校との統合について検討する。

南第三小学校の一部

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

他の施設でも実施可だが概ね小学校区内に代替施設が必要

他の施設でも実施可能であるが、安全管理面や小学校との連携等、様々な観点から小学校
区内（※立地的にも小学校から近距離）である必要性が極めて高い。

※現在利用している小学校借用教室の現状復帰工事（普通教室改修工事）が伴う。

月～土に開設

対象 小学生（１～６年生）

備考

現在実施
している
主な事業

内容
小学生の放課後の生活を見守り・支援する。
【放課後児童健全育成事業】

利用件数
（件）

目的
保護者が労働などにより昼間家庭にいない小学生を対象に、遊びの場や生活の場を提供
し、放課後児童会活動を通して健全な育成を図るため。

ソフト

少子化により将来的な児童数の減少が見込まれるものの、共働き世帯の増加等
に伴い、放課後の子どもの居場所としてのニーズが高まっており、子育て支援の
一環として今後も継続する。
管理運営については、民間事業者の参入も進んでいることから、民間ノウハウ等
の活用手法について検討する。

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 児童福祉法第34条の8の2第1項

設置目的 放課後児童健全育成事業実施のため。

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード
〇No.50と同様
（南第三小学校の校舎内に設置）

対策の優先度 －

子育て支援施設 目標使用年数 検討
対策内容

検討
施設名称 南第三放課後児童会
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年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 こども政策部こども育成グループ 子育て支援拠点施設・放課後児童施設 （残年数）



（４）短期で引き続き方向性について検討する施設

No 2019 291 － 機能

施設類型 2020 － － 建物

施設類型 2021 － 16

－ 建築年度 1979 構造 RC 階数（地上） 2 2022 －

全体 976 築年数 44 耐震性無
(屋外階段・大庇）階数（地下） 0 2023 247

当該 976 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 Ⅳ 2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 -

2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 -

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 －
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容 - - -

（R10）

- - - -- -

占有している団体あり

大阪狭山市医師会、狭山・美原歯科医師会（健康の維持、改善、福祉の向上、医師の質の向
上／45.6㎡、42.7㎡／300,000円、360,000円）

実施年度
2028

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

市と地域・民間事業者等が協働で実施可能

ー

諸室の占有状況

（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設
-

再配置に向けた

事業概要

施設に本市職員が在籍しておらず、一部を団体等が使用している状況であり、か
つ老朽化が著しいため本施設を継続することは非効率である。
しかし、この建物において市が医師会に委託し、休日診療事業を実施することとな
り、施設を継続しない場合、休日診療事業の実施についてや現在使用している団

体や病後児保育室の移設先を調整する必要がある。

－

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

他の施設でも実施は可能

事務室、診察室、会議室、駐車場（10台程度）

－

対象 －

備考

現在実施
している

主な事業

内容

休日診療所（平成20年12月1日～令和5年5月7日）、南河内広域小児救急、在宅医療推

進事業、予防注射、特定健診事業への協力、学校医、産業医、羽曳野地域産業保健センター
への協力、行政各種委員会などへの派遣、行政各種行事への協力、医療相談、狭山荘嘱託

医の派遣、教育講演会、勉強会、講演会の開催、学校歯科健診、障がい者歯科健診、健康
展、乳幼児健診、歯みがき教室、ママパパ教室、デンタル教室、上記健診等の調整
休日診療所は市の事業により令和6年4月28日から再開

利用件数

（件）

目的

休日診療事業

高齢者福祉G

大阪狭山市在宅医療介護連携推進事業
（医療関連業務）
２階一室を貸し出し予定

ソフト
現在医師会・歯科医師会の事務所や、休日診療所及び病後児保育室として利用
されており、機能は維持するが、現位置での建替えは見込まず、移転も含め、今後
のあり方について医師会等と協議を行う必要がある。

延床面積
（㎡）

延利用者

数（人）

設置根拠法令等 狭山・美原医療保健センター規約(平成23年6月30日廃止)

設置目的
住民の健康の保持及び増進を図るため、休日において急病人の診療を行うための医療保健
センターの設置、運営及び管理に関する事務を共同処理する。

敷地面積（㎡）

現状と

課題

ハード

〇市の北部に位置
〇鉄筋コンクリート造

〇２０３９年（１５年後）に標準耐用年数
〇耐震性　有

〇２０１７年度に一部減築、２０２１年に給水設備改修

●経年劣化による修繕箇所多数

対策の優先度 Ⅳ

保健福祉施設 目標使用年数 －
対策内容

－
施設名称 旧狭山・美原医療保健センター
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年間開館
日数（日）

再配置

方針

長寿命化判定

所管課 健康福祉部健康推進グループ 保健施設 （残年数）



（４）短期で引き続き方向性について検討する施設

No 2019 － 検討 機能

施設類型 2020 － － 建物

施設類型 2021 － 35

－ 建築年度 1998 構造 RC 階数（地上） 4 2022 －

全体 142 築年数 25 耐震性 有 階数（地下） 1 2023 0

当該 142 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 Ⅲ 2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 0

2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 0

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －－

対策内容 －
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－

- - - - -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容 検討 - -

（R10）

- - - -- -

占有している団体はない。

0

実施年度
2028

市関与の必要性

（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

地域・民間事業者等が主体で実施可能

主な事業に絞れば、地域・民間事業者等が主体で実施可能だが、現状では郵便局に限定さ

れる。

（参考）地方公共団体の委託により郵便局でも取り扱える業務

〇公的証明書の受け取り（戸籍の謄(抄)本、戸籍の附票の写し、住民票の写し、納税証明
書、印鑑登録証明書）
〇販売事務（公営バス回数券、ごみ処理券、し尿処理券、入場券、商品券、ごみ袋などの販

売）

〇利用申し込み取次事務（公共施設や学習講座などの利用申し込み）

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

複合化等
検討対象

施設

0
再配置に向けた

事業概要
コミュニティーセンターの再配置に合わせ検討

－

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

他の施設でも実施は可能

他の施設でも実施可だが、業務遂行用の端末等の設置が必要

市役所開庁日

対象 主に市民

備考

現在実施
している
主な事業

内容

市民窓口グループ業務ほかの遂行
（各種証明書交付、転入等の異動 、戸籍届受付 、印鑑登録受付 、マイナンバーカード交付

受付、税証明の交付、母子手帳の交付、税、保険料等の直接収納、有料ごみ処理券販売、公
園・街路樹落ち葉等ごみ袋配布など） 利用件数

（件）

目的 市民窓口グループ業務の遂行

ソフト
ニュータウン地域における行政窓口機能として、当面は継続する。

今後は市民ニーズや利用状況等を把握した上で、民間のノウハウ等の活用を視
野に入れた、効果的、効率的な運営手法について検討する。

延床面積
（㎡）

延利用者

数（人）

設置根拠法令等 大阪狭山市役所ニュータウン連絡所設置規則

設置目的
狭山ニュータウン及びその隣接地域住民の窓口事務の手続の一部を容易ならしめるため、
設置。

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード
〇No.1と同様
（コミュニティセンターの建物内に設置）

対策の優先度 Ⅲ

行政系施設 目標使用年数 検討
対策内容

検討
施設名称 ニュータウン連絡所
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年間開館
日数（日）

再配置

方針

長寿命化判定

所管課 市民生活部市民窓口グループ その他行政系施設 （残年数）



（４）短期で引き続き方向性について検討する施設

No 2019 － 検討 機能

施設類型 2020 － － 建物

施設類型 2021 － 6

－ 建築年度 1969 構造 RC 階数（地上） 1 2022 －

全体 142 築年数 54 耐震性 無 階数（地下） 0 2023 －

当該 142 耐用年数 60 改修・更新 － 保全優先度 － 2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 －

2019 －

2020 －

2021 －

2022 －

2023 －

頻度

2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 2034

（R7） （R8） （R9） （R11） （R12） （R13） （R14） （R15） （R16）

対策費用 削減率 －

施設名称 旧狭山中継ポンプ場
67

年間開館
日数（日）

再配置
方針

長寿命化判定

所管課 水政策部経営総務グループ 下水道施設 （残年数）

対策内容
検討

その他施設 目標使用年数 検討

敷地面積（㎡）

現状と
課題

ハード ー

対策の優先度 －

延床面積
（㎡）

延利用者
数（人）

設置根拠法令等 下水道法に基づく事業計画

設置目的 汚水排水のためのポンプ施設を設置するため

現在実施
している
主な事業

内容 －

利用件数
（件）

目的 －

ソフト －

施設と機能の同調性
（その建物でないと

実施できない事業か）

－

－

－

対象 －

備考

複合化等
検討対象

施設
0

再配置に向けた
事業概要

－

－

市関与の必要性
（民間ノウハウ活用の

可能性の有無）

－

－

諸室の占有状況
（特定団体の占有等）

－

－

実施年度
2028

（R10）

- - - -- -

短期

対策費用
（千円）

- - - - -

-対策内容 検討 - -

- - - - -

－

対策内容 －
削減面積

（㎡）
－

中長期 対策後
延床面積

（㎡）
－




